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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和２年第１回美幌町議会定例会第１１

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１１番岡本美代子さん、１

２番上杉晃央さんを指名します。 

─────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 なお、松浦議員、病気療養中のため、欠

席の旨、届出がありました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１１号から 

      議案第２３号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

１１号美幌町債権管理条例の一部を改正す

る条例制定についてから議案第２３号令和

２年度美幌町病院事業会計予算についてま

での１３件を議題といたします。 

 議案第１６号令和２年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 ７款商工費、１５６ページから１６１ペ

ージまでの質疑を許します。 

 ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） １５７ページの商

工費、商工業振興費の中でプレミアム商品

券発行事業補助金として８４０万円を計上

しておりますが、積算根拠について説明を

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） プレミア

ム商品券発行事業補助金についての御質問

でありますが、この補助金につきまして

は、美幌町労働及び商工振興対策補助金交

付要綱に基づき、消費拡大に要する経費

で、町民還元に伴う費用について１０分の

１０を補助しております。 

 この事業は、美幌町内における消費低迷

の中、商店街に活力を呼び戻し、消費拡大

による経済活性化を目的としているもので

あります。 

 事業の実施内容、内訳についてでありま

すけれども、プレミアム商品券には二つあ

り、一つ目は一般分になります。一般分の

実施内容としましては、スマッピーカード

に１万円をチャージすると、３,０００円の

商品券を発行するもので、内訳としまして

は、３,０００円の商品券１,８００人分で

５４０万円となります。 

 二つ目に、子育て世帯分になりますけれ

ども、実施内容としましては、高校生以下

の子供を養育している世帯がスマッピーカ

ードに１万円をチャージすると、５,０００

円分の商品券を発行するもので、内訳とし

ましては、５,０００円の商品券が６００人

分で、３００万円となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） この予定は分かり
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ましたけれども、近年の発行実績を教えて

ください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 今年度に

おきましては、令和２年度と同じ金額を計

上しておりまして、１万円分の商品券につ

きましては１,８００人分、それから、子育

て世帯分につきましては、１万円の商品券

を６００人分発行しております。平成３０

年度も同様となっております。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 令和２年度の予算

と同数の発行実績があるということです

が、ということは、もう少し需要があると

考えてよろしいでしょうか。 

 そうであれば、もう少し予算を組んでも

いいのではないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ただいま

の御質問でありますけれども、この事業に

つきましては、１０月と１月に実施してお

りまして、それぞれ完売しておりますが、

発行当日には完売しなくて、その後、商工

会議所が対応している分もありますので、

この数字が適正ではないかと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書の１５９ペ

ージになります。 

 観光費の中で、体験観光推進業務委託料

４１４万４,０００円につきまして、事業の

概要と積算根拠についてお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

体験観光推進業務委託料につきましては、

地域おこし協力隊の制度を活用しまして、

令和２年度から新規の協力隊を委嘱し、今

後の体験観光推進を図ろうとするものであ

ります。 

 この新規の協力隊につきましては、ガイ

ド資格取得や体験観光メニューの開発、ガ

イド仲間との協力体制の確立など、今後の

美幌町の体験型観光を推進してもらうこと

を目的として委嘱するものであります。 

 業務委託の内容ですけれども、業務を美

幌町観光まちづくり協議会に委託し、協力

隊のガイド育成の手助けをしていただくこ

とや、協力隊の日々の活動を把握しなが

ら、お互いに協力し合い、新たな体験型観

光メニューの企画・開発をしてもらうな

ど、美幌町の体験型観光の推進を図ってい

ただくこととしております。 

 なお、積算根拠につきましては、体験観

光推進業務委託料の表のとおりであり、報

償費や活動交付金などを合計しまして４１

４万４,０００円となっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 事業の内容、予算

の積算根拠は分かりました。 

 これは、令和２年度の新規事業というこ

とで、人材を確保するという予算計上です

けれども、実際に人材を確保するめどは立

っているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ただいま

の御質問でありますけれども、既に募集を

かけておりまして、応募はあります。 

 今のところは、四、五人に絞りまして面

接等をして採用していきたいと考えており

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） この中にガイド

資格の取得ということも書いていますが、

これは、公的な資格ですか。どういう団体

で受講することによって資格を取得できる
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のでしょうか。 

 この辺は、いわゆる協力隊員だけではな

くて、一般に対してガイド資格の取得を働

きかけると思いますけれども、どれぐらい

のガイド資格者を養成しようという考え方

を町として持たれているのか、その辺の考

え方があればお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ただいま

の御質問になりますけれども、資格という

ことでは、北海道アウトドアガイドという

資格がございまして、これは最終的に北海

道知事が認定する資格となっております。 

 今回、新規の協力隊にはアウトドアツア

ーのガイドの資格を取得していただきたい

と考えておりますし、現在の観光担当に配

置しております地域おこし協力隊につきま

してもこの資格を取っていただいて、今後

はできれば複数人でガイドをしていただき

たいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） そうすると、当

面は、現在、商工観光グループにいる方と

新たに募集している協力隊員２名にガイド

としての資格を取得させて、その上で活動

を展開していただくということで、一般の

方については、町内で観光などの事業に興

味がある方にさらに受講を促すというとこ

ろまでは行政側では今のところは考えてい

ないということでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 現時点で

は今の２人を考えておりますけれども、今

後につきましては、もう少し人数が多いほ

うがよいのではないかと考えておりますの

で、今後どのような方法がいいのかを検討

して、広く進めていきたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ちなみに、北海

道知事が認める資格というのは、受講する

場合にどの程度の期間の勉強が必要なので

すか。 

 また、受講料等は、この予算の中に具体

的に含まれているのか、個人負担なのか、

その辺のところを御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） アウトド

ア講習につきましては、まず、１日間の日

程の講習を受講していただきます。その後

に検定試験がありまして、そこをクリアし

ますと、最後に認定試験という流れになっ

ております。 

 受講料、検定料は２万円から３万円ほど

かかります。 

 今回の協力隊につきましては、これらの

受講料なども活動交付金の中に含めて受講

等をしていただきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 同じく予算書の１

５９ページ、観光費の中に自然学校業務委

託料１７０万円とありますけれども、この

事業の概要、委託先、日程、内容、場所等

についてお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

自然学校業務委託料でありますけれども、

具体的には、今年度、美幌町で初めて開催

されましたわたみ自然学校を、令和２年度

からは、企業版ふるさと納税制度を活用

し、ワタミ株式会社から寄附を受けて実施

しようとするものです。 

 なお、実施に当たっては、美幌町観光ま

ちづくり協議会に業務委託する予定として

いることから、業務委託料での計上として

おります。 

 わたみ自然学校についてですけれども、

首都圏の小学校４年生から６年生の児童３

５人程度を対象として、美幌町で自然学校

を開催し、様々な体験プログラムを通し
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て、自然と触れ合い、友達と助け合うこと

や、団体生活を通して約束事の大切さを学

ぶことなどを目的としているものです。 

 開催時の体験プログラムの内容ですけれ

ども、農業体験や川遊び、星空ツアーなど

を予定しており、日程につきましては、令

和２年８月１７日から８月２０日までの３

泊４日であります。 

 経費の内訳でありますけれども、体験プ

ログラムの企画運営費用、これは観光まち

づくり協議会への業務委託料になりますけ

れども、１７０万円としており、この額は

今年度の開催経費をベースとして計上して

いるものです。 

 次に、胴長やつなぎなどの購入費、これ

は消耗品費として２９万７,０００円を計上

しております。 

 なお、この２９万７,０００円につきまし

ては、上杉議員の御質問の消耗品費４４万

６,０００円のうちの２９万７,０００円で

あり、差額の１４万９,０００円につきまし

ては、その他観光推進事業用となっており

ます。 

 次に、場所でありますけれども、体験プ

ログラムは美幌町内を基本としており、グ

リーンビレッジを宿泊先としております。 

 この自然学校開催に当たっての経費につ

きましては、企業版ふるさと寄附金とし

て、歳出予算額と同額の１９９万７,０００

円を歳入予算で計上しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 首都圏の小学校４

年生から６年生の児童３５人を対象という

ことですけれども、これらの募集の要領

や、今年からやっているということで、今

年度はどの辺から来られたのか、また、令

和２年度はどの辺の児童を対象としている

のか、その募集要領、募集方法について教

えてください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 募集につ

きましては、ワタミ株式会社が募集をかけ

ておりまして、ポスターなどを全国的に配

布しておりますので、全国的にお知らせし

ております。 

 実際には、やはり東京、関東圏の小学生

が来ている状況になっています。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 関東圏ということ

で、こちらに移動する旅費は、当然、参加

する対象者が負担するということでよろし

いでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 東京から

女満別までの航空運賃などは自己負担とな

っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） 今の質問と同

じところですけれども、募集が満杯になら

なければ、例えば美幌の子も参加できるの

か、それは全く別でしょうか。 

 それから、まちづくり協議会に業務委託

をするということですけれども、その中に

は、もちろんまちづくり協議会に美幌町も

入っておりますけれども、町としては、ど

ういうところに関わっていくのかをお聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 募集につ

きましては、全国的に広くしておりますの

で、もし定員に満たなければ、美幌町の子

でも可能かもしれませんが、想定はしてお

りません。 

 それから、協議会と町の関係になります

けれども、今年度は町でほぼ実施しており

ましたので、この体験の内容等を協議会と

引継ぎなどもしながら進めていきたいと思

っております。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子
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さん。 

○１１番（岡本美代子君） 地元の子はあ

まり想定していないということですけれど

も、例えば、子供同士が何らかの形で地元

の子と触れ合えるところがあれば、そうい

うところで友達ができたりして、よりつな

がりが深まっていくのではないかと思って

います。ですから、どこかの場面で地元の

子と交流できるところがあればいいなと思

っております。 

 また、これは今後もずっと継続していこ

うというお考えの下に進められていること

なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 単発では

なく、今後も継続していきたいと考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １５９ページ

の北海道アウトドア講習負担金２万１,００

０円について、実施内容についてお知らせ

ください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

北海道アウトドア講習負担金につきまして

は、現在、観光担当に配置されております

地域おこし協力隊がアウトドア資格取得を

目指すための講習を受講する費用となって

おります。 

 現在の地域おこし協力隊は、令和２年度

で任期最終年を迎えますので、任期満了後

は美幌町に定住して、体験型観光を推進し

ていただくため計上しているものでありま

す。 

 この講習の内容でありますけれども、北

海道の自然の特徴や気候、動植物、自然へ

の配慮など、自然に親しむための講習や地

形図の読み方、気象に関する基礎知識の講

習、またロープワークの実習などとなって

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 講習の内容に

ついては分かりました。 

 地域おこし協力隊は、令和２年度で任期

満了になります。任期満了後は美幌町に定

住して体験型観光を推進していただくとい

うことになっておりますけれども、地域お

こし協力隊は、任期満了後はどういう身分

になっていくのかというところが気になっ

ています。 

 例えば、体験型観光を推進していくと書

かれておりますが、身分保障がなければ継

続はなかなか難しいのではないかと心配し

ていますので、その辺についてのお考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 基本的に

令和２年度で任期が満了になりますので、

町との雇用関係はなくなってしまいますけ

れども、その後につきましては、本人が自

分で会社を起こすとか、どこかの会社に勤

めながら観光推進をしていただくなど、い

ろいろな方法はあろうかと思います。 

 なお、起業するに当たりましては、国か

ら起業のための資金ということで別にお金

が手当てされるということもありますの

で、それを活用しながら起業していただく

というのも方法かと思っております。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 話としては分

かるのですけれども、美幌町に定住しても

らって体験型観光を推進していただくとい

うことであれば、きちんとしたフォローを

しないと、継続はなかなか難しいのではな

いかと思います。 

 ここで任期が切れたから、それで辞めま

すということであれば、続いていかない、

推進する状況にはなっていかないのではな

いかという心配があります。 
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 その辺のことについては、今後、全く考

えていないのか、それとも、その人たちに

全くお任せしてしまうのか、町としては関

わりを持つか、持たないか、その辺につい

て説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 本人も美

幌町に定住しながら観光推進をしていきた

いという思いがありますので、町として

も、そういう思いがある方をそのまま放っ

ておくのではなく、今も相談をいろいろと

受けていますし、任期が切れた後も、いろ

いろな相談に乗りまして、いい方向にいく

ように協働して進めていきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １５９ページ

のサイクリングツアーガイド講習負担金５

万円について、実施内容を御説明願いま

す。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

サイクリングツアーガイド講習負担金につ

きましては、先ほどの整理番号２５と同様

の理由によるものであり、観光担当に配置

されております地域おこし協力隊が、サイ

クリングツアーガイド資格取得を目指すた

めの講習を受講するための費用となってお

ります。 

 講習内容ですけれども、サイクルルート

の設定講習、時間やグループをマネジメン

トするスキル講習、サイクルルートの実走

などでありますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 先ほどのこと

もそうですが、やりたいという思いについ

ては十分に理解をします。ただ、１人が先

ほどのアウトドアの講習を受け、次はサイ

クリングツアーガイドの資格を取得して、

運営をしていくわけです。だから、そうい

うことを１人に全くお任せしていくのかと

いうことがかなり気になるところです。 

 これは、全体として構想があると思うの

です。一つ一つ全部話を聞いたのではなか

なか納得がいかない人たちもたくさんいる

と思うので、全体構想がどうなっていて、

まちづくり協議会があって、その中での活

動がどうだということを具体的に説明した

ほうがいいのではないかと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 先ほども

申し上げましたように、基本的には現在の

地域おこし協力隊の方にガイドの資格を取

得していただきまして、また来年度以降、

新しい地域おこし協力隊につきましてもガ

イド資格を取得していただきます。 

 その後につきましては、町としても、や

はり２人以上のガイドが育成されているこ

とが望ましいと考えておりますので、今後

検討しながら、町としていい方向になるよ

うに進めていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 話としては分

かりました。 

 ただ、もう少し分かりやすく説明してい

ただきたいというのが希望としてありま

す。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） ただいま商工

観光主幹から御説明したとおりですけれど

も、町の基本的な考えとしては、先ほどの

体験観光推進業務、新たな地域おこし協力

隊の中で御説明したとおり、町としては、

新たな体験型観光メニューの企画、開発を

していくということで、新たに美幌町の体

験型観光の推進を図っていくことをこれか

ら目指そうとしております。 

 そのような中で、令和２年度で一旦終了
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する現地域おこし協力隊も、新たなスキル

を取得していただいて、共に新たな体験型

観光を目指したいと思っております。 

 そのために、地域おこし協力隊の制度と

しては一旦切れますけれども、町としても

できることのバックアップはしていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） 同じく１５９ペー

ジになります。 

 美幌峠再発見実行委員会負担金６０万

円、負担金の負担割合について、そして、

委員会の取組、構成についてお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 美幌峠再

発見実行委員会についての御質問でありま

すけれども、実行委員会につきましては、

美幌峠の魅力を再発見し、観光客の誘致促

進を図ることを目的として平成２３年度に

設置されました。 

 この実行委員会の構成員は、美幌観光物

産協会、美幌商工会議所、美幌町となって

おります。 

 取組内容ですけれども、女満別空港から

美幌駅を経由し、美幌峠までバスを運行す

る事業であり、阿寒バスが運行しておりま

す。 

 平成３１年度の運行実績としましては、

７月２７日から９月１日までの３７日間、

これは１日１便でありますけれども、延べ

乗車人数は９８人となっております。 

 負担金の負担割合につきましては、平成

３１年度の運行実績による運行経費が１８

４万９,０００円でしたので、負担割合とし

ましては、運賃収入では１８万３,０００円

の９．９％、阿寒バスの負担としまして

は、１２６万６,０００円で６８．５％、実

行委員会の負担としましては、４０万円で

２１．６％となっております。 

 なお、令和元年度は、当初６０万円の予

算を計上しておりましたけれども、運行日

数の減に伴い、４０万円の支出となってお

ります。 

 令和２年度につきましては、６０日間ほ

どの運行日数を見込んでおりますので、６

０万円の予算計上としております。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） この説明ですが、

資料も読ませていただいて、平成３１年度

の運行実績が３７日間で９８名だったとい

うことで、下に運行経費を１８４万９,００

０円と書いています。これは、１８４万９,

０００円を９８人で割ると、１人当たりの

コストが１万８,８６７円になります。単純

に運賃収入の１８万３,０００円を９８人で

割ると、１人の運賃のコストが１,８６７円

になりまして、１８４万９,０００円のう

ち、１人当たりに町は４,０００円強、そし

て、バス会社が約１万３,０００円という内

訳になるのかと思います。 

 この内訳を見た上で４点ほどお伺いした

いと思いますが、まず、この９８人の乗

車、どこから乗られたのか内訳が分かれば

教えていただきたいです。 

 また、女満別空港から乗ったときと、美

幌駅から乗ったときの２か所でいいのです

が、実際の運賃は１人当たり幾らぐらいに

なりますか。 

 そして、この運行自体の周知、期間限定

ということですので、周知はどのようにさ

れていますか。 

 最後に、これは１人当たりに対するコス

トがかなりかかっていると思います。その

上で、ほかの取組と抱き合わせてやること

で、もっと町にお金を落とせるのではない

かと思いますが、そのあたりのお考えをお

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 
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○商工観光主幹（多田敏明君） まず、９

８人の乗車の内訳ですけれども、乗車場所

が行きの女満別空港発ですが、女満別空港

からは１５人です。続きまして、美幌駅前

から乗車した方が２２人、その後、陸橋も

ありまして、４人の乗車となっています。 

 帰りの便ですけれども、美幌峠発の美幌

峠から乗っている方が５４人、次に峠の湯

から乗っておられる方が２人、陸橋はなく

て、最後に美幌駅前からが１人となってお

ります。 

 次に、運賃ですけれども、基本的にどこ

から乗っても大人は片道１,０００円で、子

供が片道５００円となっております。 

 次に、周知方法ですけれども、町のホー

ムページや阿寒バスのホームページなどで

周知しております。 

 続きまして、コストについてですけれど

も、やはり１人当たりになりますと、かな

りかかっている現状でありますので、阿寒

バスと今後も協議しなければいけないと思

っておりますけれども、別なことも今考え

ております。 

 今はまだ言えないところがありますけれ

ども、検討しているものがありますので、

今後、お示しできるときには、お示しした

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 負担割合の部分で

１点伺いたいです。 

 阿寒バスの負担は１２６万６,０００円と

なっていますが、これは完全に阿寒バスの

企業としての自己負担になっているのでし

ょうか。 

 もし、自己負担になっているのだとした

ら、これは阿寒バス側が社会貢献という

か、町のためにということでやっていただ

いているのか、その辺りを教えてくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 基本的に

は、阿寒バスの持ち出しになっております

けれども、この路線に対しまして、国や道

から補助金も入っていると思います。 

 金額までは確認しておりませんけれど

も、全部が阿寒バスの負担ということには

なっていないと思われます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １５９ページ

の美幌峠魅力発信実行委員会負担金１３０

万円について活動内容の説明をお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

美幌峠魅力発信実行委員会につきまして

は、美幌峠の魅力を観光客や町民に発信

し、誘致促進を図ることを目的としまし

て、平成２６年度に美幌観光物産協会、美

幌商工会議所、美幌峠物産館、美幌町によ

り、実行委員会を組織し、現在まで様々な

イベントを実施してきたものです。 

 なお、例年は３０万円の予算額でありま

したけれども、令和２年度につきまして

は、美幌峠開通１００周年の記念イベント

を実施するため、１００万円増額しており

ます。 

 参考としまして、これまでのイベント開

催状況を掲載しておりますけれども、令和

２年度では、美幌峠開通１００周年の記念

イベントとしまして、記念式典やフォトコ

ンテスト、ロゲイニングや美幌峠歴史写真

展等を予定しております。 

 これらのイベントにつきましては、１日

のみの開催ということではなく、多くの方

が来訪、参加できる事業内容としていく予

定でありますが、日程や内容など、現時点

では未定のものが多く、今後、決定次第、

周知・ＰＲしていきますので、御理解をお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 
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○１０番（坂田美栄子君） 内容につきま

しては理解いたしました。 

 ただ、令和２年度については１００万円

は、１００周年を記念しての事業費という

ことで理解しておりますが、今までのイベ

ントで、どのぐらいの人たちが参加されて

いましたか。 

 分かる範囲でよろしいので、お聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 近年で申

し上げますと、平成２９年度は星空イベン

トコンサートをやっておりまして、３１０

人の参加がありました。 

 平成３０年度は美幌峠バーということ

で、１２２人の参加がありました。 

 今年度につきましては、新元号の祝賀イ

ベントということで、３５０人の参加があ

ったところです。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君） 同じく１５９ペー

ジのサイクルアドベンチャーオホーツク推

進協議会負担金１００万円についてお尋ね

いたします。その内訳等について御説明を

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） サイクル

アドベンチャーオホーツク推進協議会負担

金の関係でありますけれども、近年、外国

人観光客を含めてサイクルツーリズムが高

まっており、北海道でも自転車条例の制定

や自転車利活用推進計画により、北海道の

魅力や特性を生かしたサイクルツーリズム

を推進しております。 

 美幌町におきましても、美幌峠やみどり

の村などの観光資源を活用することによ

り、美幌町への滞在・滞留が期待されるこ

とから、サイクルツーリズムに取り組むこ

とにいたしました。 

 この協議会は、北見市、網走市、大空

町、小清水町に美幌町を加えた、近隣の２

市３町と北見、網走のサイクリング協会を

構成員とし、道や開発局、運輸局もオブザ

ーバーとして関わっており、広域的に取り

組むこととしております。 

 事業内容でありますけれども、複数の市

町を経由するサイクルルート、または、美

幌町内だけのサイクルルートを設定しまし

て、設定しましたサイクルルートをウエブ

上で紹介することや、設定されたサイクル

ルートをナビ化して、スマートフォンなど

で自転車ＮＡＶＩＴＩＭＥというアプリを

使用したルート案内をすること、また、サ

イクルツアーやイベントの企画・開催など

であります。 

 資料としまして、この協議会の規約を添

付しておりますので、御参照いただければ

と思います。 

 以上でありますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 開発も絡んでいる

ということで調べてみますと、開発局が割

と道内では、後発の応援に入ったのかなと

いう気がしており、ようやくこのオホーツ

クもサイクルツーリズムに乗ってきたのか

なと思っています。 

 大変よろこばしい事業ではありますが、

そこで３点ほどお尋ねをいたします。 

 規約を読みますと、サイクルアドベンチ

ャーオホーツク推進協議会は、平成２９年

４月から設立されているようですが、美幌

町が２年ほど遅れて協議会に参画した理

由、そして、もちろん何かしらのメリット

を強く感じたからだとは思いますが、その

辺の経緯をお示しください。 

 二つ目は、負担金１００万円というの

は、１年限りのものなのか、毎年発生する

ものなのか、協議会の総事業費等につい

て、お示しできるものがあればお願いした

いと思います。 
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 そして、協議会メンバーに委託事業者と

ありますが、きっとこういうサイクリング

関係に強い企業が入っているのかと思いま

すが、お名前が分かれば教えてください。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 平成２９

年度からこの協議会は設立されております

が、当初からは美幌町は加入していません

でした。 

 当初、加入していなかった理由に関しま

しては、まだサイクリングに取り組んでい

なかったということかと思いますけれど

も、その後、状況がいろいろと変わってお

りますので、外国人も増えているというこ

ともありますし、サイクルツーリズム自体

がかなり向上されているということもあり

ますので、やはり今、必要ではないかとい

うことで取組をしたいと思っております。 

 次に、負担金の１００万円ですけれど

も、基本的には令和２年度は１００万円、

翌年も１００万円としております。その後

につきましては、地方創生事業でやってい

るものでありまして、その地方創生事業

が、令和３年度で終了の予定となっており

ますので、その後、存続するかどうかは、

協議会の中で検討していくことになると思

います。 

 最後に、企業ですけれども、会員につい

ては、網走と北見のサイクリング協会が加

わっておりますけれども、例えば、イベン

トなどをやるときには協賛企業などもある

ことになっております。今、手持ちの資料

がないですけれども、協賛企業はありま

す。 

 また、協議会の総事業費ですけれども、

平成３１年度につきましては、１,２００万

円ほどになっております。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 理解いたしまし

た。 

 サイクリングの認識が云々という説明が

今ありましたが、数十年来、美幌町はデュ

アスロンということで、行政でいけばスポ

ーツという分野でやっているので、今回、

経済部がサイクルツーリズムに関わるとい

うことですが、そういう垣根を越えて、ス

ポーツでは美幌町にはデュアスロンありと

いう、大変有名な全国的にもかなり浸透し

ている事業がありますので、私はかねがね

スポーツと観光の融合はあるものだと、融

合して発展していけるものだと思っていま

したので、ぜひこの盛り上がりを単なる協

議会の一員としての立場ではなく、率先し

て発信していただけるような立場で盛り上

げていっていただきたいと強く希望して、

質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 状況は分かりま

した。 

 規約を読むと、美幌町が当初、立ち上げ

時点から入っていなかったという経緯の説

明がありましたが、正式に１００万円の負

担金をこれからも毎年出して構成員になっ

ていくのに、私は不思議に思ったのが、な

ぜ美幌町は会員として、この中で加えてく

ださいというような規約の変更など、そう

いった意思表示をされていないのか、ある

いは、今後もする考え方がないのか、その

辺についてお答えいただきたいと思いま

す。町長の意向があるのであれば、その辺

も含めてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、資料として添

付されている規約については、今の状況の

規約であります。 

 私も、町長になって、なぜこの協議会に

入らないのかということが前から気になっ

ておりました。本来ならば、最初からこの

協議会に入るべきだと常々思っていて、今

回、町長になったときに指示を出して、こ
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の協議会に入れるように、それから、稲垣

議員も言いましたけれども、町としても、

サイクリングというのはいろいろなことで

やっているので、エリア設定の中で見てい

ったら、北見市があって、網走市があっ

て、大空町があって、小清水町ということ

で、美幌町がすとんと抜けております。 

 やはり、これはおかしいとずっと思って

いたので、今回、美幌も入れていただきた

いとそれぞれの首長にお願いしまして、皆

さんの合意が得られて、この協議会に入れ

ていただけることになりましたので、こう

いう事業を進めさせていただきたいという

ことであります。 

 もともと財源として、地域創生の中から

事業を受けて、今、やっております。です

から、通常であれば１００万円のうち２分

の１ですから、２分の１が国から入ってく

る事業です。本当は最初からきちんと入っ

ていれば問題なかったのでしょうけれど

も、新たに加えていただけるということ

で、事務局の北見市にその作業を一生懸命

努力していただいております。 

 ただ、残念ながら、今の時点で財源が入

りますよと言い切れないので、取りあえ

ず、支出の中に１００万円を入れていろい

ろな事業展開をしたいと思っています。 

 私は、このエリア、美幌町だけではなく

て、美幌町が持っている基礎的な能力と、

それに合わせてエリア全体でそれぞれのサ

イクリング、バイクについての事業を、単

独、またはこのエリアでできればいいと思

っておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 分かりました。 

 後ればせながら美幌町も関わったわけで

すから、当然、自治体として、規約を正式

に変更していただいて、認めてもらうべき

だと思います。そういった面では、後発だ

からということであまり遠慮しないで、稲

垣議員もおっしゃったように、美幌にはデ

ュアスロンで全国から集まってくるたくさ

んの愛好者がいらっしゃいますし、そうい

う蓄積もありますので、今後、ぜひ美幌町

も積極的に発言した中で、この事業が有効

に生かされるように取り組んでいただきた

いと思います。 

 最後に、北見市に事務局を置いているよ

うですけれども、美幌町を含めたそれぞれ

の団体の負担金は幾らずつなのか。北見市

は事務局を持っているのでたくさん出して

いると思いますが、それぞれの負担金の状

況について、情報があれば教えてくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 平成３１

年度の負担金につきましては、北見市が３

００万円、網走市が５００万円、小清水町

が３００万円、大空町が１００万円となっ

ております。 

 ばらつきがありますけれども、サイクリ

ング関係のイベントは網走市と小清水町が

主でやっているということもありまして、

負担金が多くなっているということもあり

ます。 

 イベントにつきまして、毎年やるものが

ありまして、その都度、負担金も変わって

きます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 同様に１５９

ページのサイクルアドベンチャーオホーツ

ク推進協議会負担金の関係ですけれども、

私の聞き違いかもしれませんけれども、３

年度計画という説明を受けたような気がし

ましたが、それは聞き違いでしょうか。そ

れとも、今後、３年後には、また新たな事

業計画ということの理解でよろしいのか。 

 そこのところだけお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） この事業
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は、もともと地方創生事業として進んでお

りまして、地方創生事業は令和３年度で終

了になっております。 

 そうなりますと、各市町の負担がかなり

伴ってくるということがありますので、負

担金と事業内容を再度精査しまして、令和

３年度以降はどうするかということをまた

協議会の中で協議していくことになってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １５９ページの観

光施設維持管理事業の修繕料１,５６１万

６,０００円の詳細、内訳についてお示しく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

観光施設維持管理事業の修繕料１,５６１万

６,０００円につきましては、町内の観光施

設に係る修繕料を計上したものでありま

す。 

 大きく分けて４か所の修繕となってお

り、まず、美幌峠レストハウス２階展望休

憩室の関係ですけれども、映像を映し出す

プロジェクターのランプが切れている状態

であり、映し出すことができなくなってい

るため、その交換費用としまして５万３,０

００円と、小破修繕として１０万円を計上

しております。 

 次に、美幌駅に向かって右手側に美幌町

の観光施設を掲載している大きな看板、み

どころマップというタイトルの看板があり

ますけれども、年数が経過して、かなり色

あせてしまっていることから、修繕する費

用としまして３０万４,０００円を計上して

おります。 

 次に、ぽっぽ屋の出入口に敷いておりま

す緑色のマットが年数の経過によってとこ

ろどころ剝がれているため、張り替え修繕

としまして、１８万２,０００円を計上して

おります。 

 最後に、峠の湯びほろの修繕としまし

て、経年劣化に伴う修繕や緊急的な修繕に

対応するため、合計１,４９７万７,０００

円を計上しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 修繕内容は分かり

ました。 

 その中で、峠の湯に毎年相当な修繕料が

計上されているわけですけれども、経年劣

化でそれは仕方がないとしましても、この

中で気になったのは、チップボイラー火格

子、天井耐火材修繕、これは定期的な修繕

なのか、突発的な修繕なのか、教えてくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 定期的と

いいますか、やはり経年劣化によりまして

燃焼がかなり激しいものですから、それに

対しての修繕ということで、必ず何年かに

一回というような状況ではありません。そ

のときの状況を見まして交換等をしていく

ということになっております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） こういう設備をつ

けるときに、部品自体の経年劣化が起こる

ことを前提にしている部品ですから、予定

として５年に一回は定期的に取り替えなさ

いというものがあると思いますが、それが

ないということです。 

 それから、もう一つ気になる点は、これ

を導入したときに、当然、補助金で設備費

はまず置いておきまして、これを導入した

ときには多分ＣＯ２削減プラス、代替エネル

ギーへの対応、省エネとも関連して導入し

たはずです。それについての検証として、

ランニングコストの比率といいますか、省

エネ率といいますか、省エネ率というと一

般的には重油換算でどの程度の省エネ率が

成立しているかという検証もしていかなけ
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ればならないと思います。 

 そして、今後のこういう機器の導入に対

しての判定を決めていかなければならない

と思いますけれども、そういうことを実施

しているのか、また、これからしようとす

るのか、その辺のところをお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 省エネと

いう観点では、正直なところ検証等をして

いる状況ではございません。 

 ただ、議員がおっしゃるとおり、省エネ

という観点もあろうかと思いますので、そ

の検証も今後は検討していかなければなら

ないと感じております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 私も関心があっ

た部分を先に髙橋議員に質問していただき

ましたが、このチップボイラーの導入に当

たっては、目的は髙橋議員がおっしゃるよ

うなことであったと思うのですが、費用対

効果という意味で、今後、峠の湯そのもの

の施設のリニューアルをどうするか、もち

ろん行政側で判断する時期が来ると思いま

す。そのことを含めて、単純にＣＯ２の削減

ということだけに着目するのではなくて、

この施設を有効に活用していくために、将

来的にこれが本当に投資しただけの効果だ

ったのかということをしっかりとどこかの

時点で検証してほしいということで、これ

は要望として出しておきたいと思います。 

 それから、峠の湯の床の張り替え修繕、

これは、現在使っているものと同等のもの

に張り替えるのかどうか、また、脱衣室の

棚の修繕というのは、具体的にどの部分を

修繕しようとしているのか、その辺につい

てお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 現在の脱

衣室の床は籐でできているものでありまし

て、やはり経年劣化によりまして、かなり

ぼろぼろな状態といいますか、継ぎはぎに

なっておりますので、令和２年度につきま

しては、同じものではなく、別の剥がれな

いようなものを考えております。 

 また、棚につきましては、現在、ロッカ

ーを置いてありますけれども、それを撤去

しまして、新たに木製の棚を造ろうと考え

ております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） それでは、棚の

部分は、今のロッカーが鍵つきのロッカー

で、私も月一ぐらいで行きますけれども、

鍵が紛失するなど、いろいろあって、棚に

した場合は、今度は鍵つきではなくて、自

己管理になって、現金保管庫など、いろい

ろなものが入り口にありますので、そうい

ったところを利用して、施錠しないものに

変えるということでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 議員がお

っしゃるとおり、別に鍵つきのロッカー等

がありますので、新たな棚につきまして

は、鍵つきでないものと考えております。 

議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） １６１ページで

す。 

 交流促進センター施設・設備保守委託料

４８９万７,０００円、交流促進センター維

持管理委託料１,３００万円についてです

が、具体的な内容について、過去２年分の

維持管理経費と今後の経費についてお伺い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 交流促進

センターの関係ですけれども、まず、施

設・設備保守委託料、４８９万７,０００円

につきましては、峠の湯びほろの施設の法

定及び機能保持のために必要な保守点検費

用を協定に基づき支出しているものです。 
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 それぞれの項目、金額につきましては、

別紙に資料を添付しておりますので、御参

照いただければと思います。 

 次に、維持管理委託料１,３００万円であ

りますけれども、こちらは指定管理者に支

出する指定管理料であり、協定に基づき、

１年間分で１,３００万円を支払うことにな

っております。 

 次に、過去２年分の維持管理経費及び今

後の経費につきましては、維持管理経費の

推移として表で示しておりますが、今後の

見込みの令和２年度につきましては、予算

計上額を掲載しております。 

 また、令和３年度につきましては、指定

管理料は１,３００万円となりますけれど

も、施設・設備保守点検委託料と修繕料に

つきましては、過去の実績金額の推移から

算出しているものであり、確定しているも

のではありませんので、御理解いただきた

いと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今の説明で理解い

たしましたけれども、１点だけ、修繕料に

ついて、過去の実績を見ますと１,３００万

円、令和２年度であれば１,４００万円とな

っています。 

 本当に多額な費用を要します。先ほど説

明にあったように令和３年度についてはつ

かみだということで、建物自体はほかの施

設もそうですけれども、点検はされている

と思いますが、いつ更新しなければならな

い、あるいは、修繕しなければならない、

僕はやらなければならないと思いますけれ

ども、そういった年次整備計画書はあるの

かどうか、もう一点、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 馬場議員がお

っしゃるとおり、本来であれば、しっかり

と年次計画を立てて、それに沿って修繕を

していくのが理想的ですけれども、予算等

の関係もございます。 

 理想的には予防保全型の計画を立てれば

いいのですけれども、今のところは、日々

の点検もしていただきながら、予防保全、

そして、実際に起こったものに対応する修

繕ということを組み合わせながらやってい

っております。 

 今後も指定管理者の日々の点検を踏まえ

て、指定管理者と協議をしながら、適正に

維持管理をしてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 日常の点検はその

とおりだと思いますが、壊れた場合には、

例えば、休館をしなければなりません。そ

うすると、当然、指定管理者には、利用収

入が入らないということで損害にもなりま

すので、ぜひそういった点検をして、ここ

については耐用年数が来ているからという

ことで、計画的にを進めていただきたいと

思います。 

 もう１点、資料を出していただいて、年

間の維持費を過去の平成２９年度から見ま

すと、大体３,０００万円ぐらいは負担して

いるということが言えます。 

 今後の経費の見込みということで、令和

３年度まで掲載していますけれども、先ほ

ど上杉議員からもありましたけれども、指

定期間が令和３年度までということで、今

後の対応について、当然令和３年度中に結

論を出すということで理解してよろしいで

しょうか。 

 お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 峠の湯の件でござ

います。 

 今、設備等の更新計画をきちんと定める

ように、計画していくようにということに

対しては、きちんと考えていきたいと思い

ます。 
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 そして、今の指定管理が令和３年度で終

了することもあって、今までの質問の中に

おいても、峠の湯はいつまでやるのかとい

う一つの判断が求められています。 

 ですから、今後についても、今までの一

般質問等において、早い時期に答えを出し

たいと言っておりますので、時期はいつと

は言いませんけれども、次の更新の前に、

相手方のこともありますので、なるべく早

く、非常に曖昧な表現で申し訳ございませ

んが、しっかりとした方向性、継続するの

か、やめるのかを含めて判断したいと思い

ますので、御理解をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 同じく１６１ペー

ジ、観光和牛まつり補助金４００万円の補

助金の詳細、内訳及び減額の要因について

お知らせください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

和牛まつりの補助金ですけれども、この補

助金は、美幌町観光イベント事業補助金交

付要綱に基づき、必要な経費を予算額の範

囲内で補助しております。 

 対象経費につきましては、会場設営費が

１０分の１０、以下、会場運営費から事務

経費までが３分の２の補助率となっており

ます。 

 補助金の詳細につきましては、別紙に平

成３１年度の決算状況を添付しており、補

助対象経費も記載のとおりでありますの

で、御参照いただきたいと思います。 

 なお、補助金の減額要因についてですけ

れども、平成３１年度は第４０回の記念開

催であり、出演タレントや抽せん会の景品

の充実などを図るため、例年より１００万

円を増額していたものであります。 

 令和２年度は、例年どおりの補助金額と

しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 内容は理解いたし

ました。 

 昨年で４０回と長く続いている和牛まつ

りであります。観光和牛まつりということ

で、美幌町の観光の一大イベントという理

解でいるわけですけれども、それに関し

て、今後、長く続け、また観光の目玉を維

持できるように関係者と十分に協議をなさ

っていると思います。 

 今後、この和牛まつりを、予算的にも協

力的にももっと充実してほしいという思い

を込めて質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） １６１ページの商

工費、観光費、夏まつり補助金の２５０万

円ということで、昨年度より増額になった

根拠について、また、主催者の負担金はあ

るのか、お知らせください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

夏まつりの補助金につきましては、美幌町

観光イベント事業補助金交付要綱に基づ

き、必要な経費を予算額の範囲内で補助し

ております。 

 対象経費につきましては、会場設営費が

１０分の１０、以下、会場運営費から事務

経費まで３分の２の補助率になっておりま

す。 

 補助金の詳細につきましては、別紙に平

成３１年度の決算状況を添付しており、補

助対象経費も記載のとおりでありますの

で、御参照いただきたいと思います。 

 補助金の増額要因ですけれども、平成３

０年度までは会場を美幌小学校のグラウン

ドとしていたところ、平成３１年度より、

美幌北中学校のグラウンドに変更しており

ます。 
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 この会場変更に伴い、警備にかかる費用

が増加したことや、花火大会を充実させた

ことなどにより、昨年６月の議会定例会に

おきまして補正予算を議決いただき、補助

金を増額しております。 

 主催者の負担額ですけれども、主催者は

びほろ夏まつり実行委員会であり、運営に

係る費用は、町補助金や商工会議所負担

金、また、企業からの協賛金などから賄わ

れているため、実行委員会としての負担は

ありませんので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 中身についてはよ

く分かりました。 

 美幌小学校のグラウンドから北中学校の

グラウンドに会場が変更になったというこ

とで、昨年度におきましては、いろいろあ

ったと思いますけれども、また、いろいろ

な事業を充実させていただいて、いい夏ま

つりにしていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 先ほどの観光

施設維持管理事業の修繕料の関係につい

て、補足と訂正をお願いしたいと思いま

す。 

 １点目は、上杉議員から質問のありまし

た峠の湯の棚の修繕についてですが、棚は

中央部につけまして、今、鍵が生きている

ロッカーはそのまま使用して、中央部に、

よく温泉施設にあるようなかご式の棚を設

置する形の修繕を考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

 ２点目は、髙橋議員から、省エネ率の検

証はという質問がありましたが、本年１月

２１日に、資源エネルギー庁の委託によ

り、一般財団法人省エネルギーセンターが

峠の湯におきまして、私ども職員と指定管

理者がともに立会いをして、現地で調査を

行っています。 

 ただ、調査結果につきましては、年度末

に町宛てに届くということで、まだ出てお

りませんが、検証は実施しているというこ

とで、御理解をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、７款商工

費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１１時２０分といたします。 

午前１１時０９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 令和２年度美幌町一般会計予算について

の質疑を引き続き行います。 

 次に、２款総務費のうち、５項統計調査

費、２目地籍調査費、１０４ページから１

０５ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２款総務

費を終わります。 

 次に、８款土木費、１項土木管理費、１

６２ページから１６３ページまでの質疑を

許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項土木

管理費を終わります。 

 次に、２項道路橋梁費、１６２ページか

ら１６７ページまでの質疑を許します。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） １６３ページの樹

木剪定業務委託料３１０万円について、具

体的な内容と剪定方法についてお聞かせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員
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の御質問にお答えをさせていただきます。 

 樹木剪定業務委託料の具体的な内容と剪

定方法でございますが、実施場所につきま

しては、第２号、第６０４号、第６１５

号、第７０２号、第７０７号道路を予定し

ております。 

 また、街路樹の剪定方法でございますけ

れども、大きく成長したおおむね５メート

ル以上の高木につきまして、高所作業車を

使用いたしまして、上部を芯どめするとと

もに、枝払い、または伐採をするもので

す。 

 本数につきましては、剪定が４６本、伐

採が２９本を予定しております。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） １点だけ確認した

いと思います。 

 樹木の剪定につきましては、役場の直営

で実施しているところもあります。 

 今回の五つの道路の樹木の剪定について

は、５メートル以上の高い木ということで

委託をするということは分かりました。 

 実施に当たっては、芯どめと枝払い、伐

採作業をするということでありますけれど

も、地域住民の方が楽しみにしている樹木

もありますので、十分な配慮をお願いした

いと思います。 

 例えば、私の家は公園通の前ですけれど

も、イチョウの木がありました。本当に落

ち葉などはひどいですけれども、ある町民

から、あそこまで剪定しなくてもいいので

はないかということがありましたので、十

分に配慮していただきたいと思います。い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員

から御指摘をいただきました地域住民の方

からの御要望、または苦情等をお聞きしな

がら実施していきたいと思っております。 

 どうしても高木につきましては、強風や

台風などによって倒木、または住宅損壊、

電線の断線等の被害もありますので、適切

に実施していきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 同じく１６３ペー

ジ、道路路面清掃委託料４２７万９,０００

円について、具体的な内容と実施時期につ

いてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員

からの御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 道路路面清掃委託料の具体的な内容と実

施時期ですが、冬季における路面凍結によ

るスリップ事故を防止するため、ビリ砂利

等を散布していますけれども、その路線に

つきまして、清掃する業務となっておりま

す。 

 道路延長は８０キロメートルを予定して

おり、実施箇所につきましては、資料の３

ページまたは４ページの赤線の区間を実施

する予定となっております。 

 実施時期につきましては、４月入札で、

実施は５月の連休後に１０日間程度で実施

する予定となっていますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 実施については、

５月の連休明けの１０日間ということです

けれども、非常に砂ぼこりが立っておりま

すので、できるだけ早く、できれば４月に

一斉清掃があると思いますので、その時期

にやるのが一番いいと思っております。 

 その時点であれば、私たちの自治会も、

近所の自治会もそうですけれども、非常に

大変だということで、既に役場から袋をも

らってきて、砂利を袋に詰めていることが
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ありますので、できれば一斉清掃に合わせ

て、事務的なことを含めて大変だとは思い

ますけれども、４月の一斉清掃にできるよ

う要望をしたいと思いますけれども、そう

いうことについてはいかがでしょうか。お

伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） ただいま

お話をいただきました実施時期ですが、こ

の清掃につきましては、路面清掃車を所有

する数少ない業者に請け負っていただい

て、実施していただくということで、美幌

町以外にも、各市町村を回りながら路面清

掃をしているという状況もありまして、実

施が順番になりますので、御要望としては

重々承知しておりますけれども、実施時期

は、今のところは同じ時期でやむを得ない

と考えていますので、どうぞ御理解をいた

だきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） できるだけ早く実

施できるようお願いしたく、一つ提案があ

ります。 

 例えば、先ほど申し上げましたけれど

も、私の近所の自治会においては、私の自

治会もそうですけれども、既に砂利がひど

いということで、自治会、あるいは近所の

方が役場から袋をもらって、砂利を入れて

きれいにしている自治会があります。 

 これをできる自治会に、役場からお願い

して、その経費を一部負担するというやり

方もあると思います。例えば、この部分に

ついては、自治会に任せてもいいのではな

いかということをすることによって、委託

料も減額になったり、早くできたりするこ

とがあると思いますけれども、そういった

取組などの考え方についてお聞かせくださ

い。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） ただいま

馬場議員から御指摘いただきましたところ

は、すぐに対応ということになかなかなり

ませんけれども、今後検討させていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） １６５ページの道

路標識調査業務委託料８１０万円につい

て、具体的な内容をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員

から御質問をいただきましたことについて

お答えをさせていただきます。 

 道路標識調査業務委託料の具体的内容と

積算内訳ですが、５ページに町内の図面を

添付しておりますが、赤線で表記されてい

る幹線道路、１９路線ですけれども、６８.

８キロメートルに設置されているＦ型標識

５８基と視線誘導標５４基につきまして、

第三者被害等防止の観点から、今回、点検

をするものです。 

 実施の方法につきましては、高所作業車

による近接目視点検で、腐食等の劣化状況

を調査するもので、この調査は、社会資本

総合整備交付金事業を活用して実施するも

のとなっておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） ２点ほどお伺いし

ます。 

 この調査につきましては、今まで道路標

識の調査はどのようにされていましたか。 

 また、今回の調査によって、要対策箇所

があった場合の対応についてお伺いしま

す。 

 この２点をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 今までの

点検状況ですけれども、平成２８年度に一
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部、学園通と東雲通と幸通にある８基につ

きましては点検をしている実績があります

けれども、今回は幹線道路に設置されてい

る主要な５８基と５４基の点検となりま

す。 

 今後の修繕についてですけれども、今回

点検で確認された箇所につきましては、今

年度ではなく、次年度に予算を計上させて

いただきまして適切に修繕を行っていきた

いと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今の答弁の中で、

急を要する場合については即対応したほう

がいいのではないかと思いますけれども、

その辺の考え方について御説明をお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 失礼しま

した。 

 急を要する、または通行する方の安全等

に影響を与える場合には、予算の範囲内で

対応できる場合にはしていきたいと思って

おりますし、万が一、予算が不足する場合

には、補正予算等を考慮しながら対応して

いきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 馬場議員と同じと

ころですけれども、あらかた分かりまし

た。 

 その中で、この積算の方法といいます

か、具体的な点検・積算基準があると思う

ので、それを教えてください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） ただいま

御質問をいただきました積算の内容ですけ

れども、それに係る事務的な経費、人件

費、安全対策費等を業者から見積りをいた

だいた中で、必要なものを確認し、予算を

計上しております。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 業者が求めたもの

の中に、この機械を使って、こういうこと

をするから、これだけの予算ですというも

のはきちんと上がってきているという理解

で、それに応じて、点検内容の後にオーケ

ーだったものが次の日にひっくり返ったこ

とはないという理解でいいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 髙橋議員

がおっしゃるとおりですので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 同じく１６５ペー

ジ、町道区画線設置委託料３００万円につ

いてですが、具体的な内容についてお聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員

からの御質問にお答えさせていただきま

す。 

 町道区画線設置委託料の具体的な内容で

すが、町道に設置されているセンターライ

ンや外側線が損傷などにより薄くなってい

る、または消えてしまっている路線につい

て、年次的に引き直しを実施しているもの

です。 

 今年度の予定としましては、資料の７ペ

ージの赤線で表記されております６路線の

１３.５キロメートルにつきまして実施を予

定しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） １点だけ確認した

いと思います。 
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 美幌町内の町道のセンターラインについ

ては、薄くなったり、消えたりしている道

路がかなり見受けられると思っておりま

す。年次的に実施しているということは理

解しますけれども、市街地においても、か

なり消えているところがあるように思われ

ます。 

 年次的にここの路線をやるということは

分かりますけれども、状況に応じて、実態

を毎年調査した中で早急に実施すべきと考

えますけれども、その辺の考え方について

御説明をお願いしたいと思います。 

 特に、雨降りの夜については、センター

ラインが消えていると非常に危険ですの

で、ぜひ再度実態調査をして実施すべきと

考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 今、御質

問いただきました確認をしてということで

すけれども、地域の方からお話がある、ま

たは日常的なパトロールをする中で、今

回、選定をさせていただいておりますの

で、その状況を常に確認をしながら、選定

をしていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 同じく予算書の１

６５ページの道路橋梁維持費のうち、除雪

対策事業費１億４,５７７万４,０００円の

うち、最低補償制度を来年度から導入する

と承知しておりますけれども、その予算措

置状況についてお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 戸澤議員

からの御質問にお答えさせていただきま

す。 

 除雪対策事業のうち、最低補償制度の導

入に係る予算状況ですが、除雪対策事業１

億４,５７７万４,０００円のうち、民間業

者への除排雪委託料として５,９７９万７,

０００円を計上させていただいておりま

す。 

 民間事業者からの聞き取りとオホーツク

管内の導入状況から、令和２年度の導入に

向けて取り組むこととさせていただいてお

ります、御質問の最低保障制度につきまし

ては、委託料が一定額に満たない場合に補

償する内容です。今回、計上させていただ

いております除排雪委託料の中からの支出

を考えております。 

 実施の方法につきましては、他の町村で

すと、設計額の６割や機械１台当たり、ま

た実績に応じてなど、各市町村で様々な方

法が取られておりますので、そういった市

町村を参考に検討してまいりたいと思いま

すが、現時点ではまだ方法について決まっ

ておりませんので、御理解いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 基準額の設定の考

え方は、これから検討するということで理

解をいたしました。 

 支払いの時期ですが、例えば、除雪が終

わった３月に払ってしまうと、業者によっ

ては事前に機械をリースするなど、多分、

準備に費用がかかると思います。 

 業者としては、前もってもらいたい、払

うとすれば、実際の除雪の委託料から差し

引いて支出すればいいわけですから、総体

的には支出額は変わらないと思います。 

 そういうことで、支払う時期をいつ頃に

考えているのかお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 支払いの

時期ですけれども、今回調査した管内の市

町村につきましては、最後に支払うという

ことでお聞きしておりますけれども、前段

に支払うことができるかどうかも含めて検

討させていただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり
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ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項道路

橋梁費を終わります。 

 次に、３項河川費、１６６ページから１

６７ページまでの質疑を許します。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） いただいた資料

の中で、馬場議員の道路橋梁費のつづる順

番が違っていたため、整理番号８をつづり

間違いのために質問を失念したようですの

で、取り計らいをよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 質疑を戻します。 

 道路橋梁費の中で、質疑のある方はおり

ますか。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） １６７ページの道

路整備事業１億６,３６０万円、道路改築事

業８,４００万円について、６道路整備事業

及び１道路改良の選定理由についてお聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員

からの御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 工事請負費の６道路整備及び１道路改良

の選定理由についてですが、道路整備計画

を基本に実施を考えておりますが、住宅街

の道路につきましては、国土技術政策総合

研究所より報告されております目視による

簡易な舗装点検マニュアルに基づきまして

点検評価を行い、修繕箇所を優先度合いで

決めさせていただいております。 

 また、幹線道路につきましては、路面正

常調査を行い、調査の結果、社会資本総合

整備交付金で取り組むことのできる路線、

できない路線等の判断によりまして実施し

ている状況です。 

 現在は、平成２８年度から実施しており

ます第２６２号道路に取り組んでおりまし

て、本年度が最終年度となる予定です。 

 また、今年度の起債事業で取り組む予定

の道路ですが、人口密集区域内での点検に

よりまして路線を判断していることから、

市街地のウエートがどうしても大きくなる

という状況にありますけれども、人口集中

区域以外につきましても、年次的に補修す

るということが当然ながら必要ですので、

排水の状況や日常パトロールで得た情報、

苦情や地域性、整備バランス等を考慮し

て、決定させていただいております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今の答弁で理解い

たしました。 

 道路の現況がどうなっているかで判断し

ていただきたいと思います。 

 説明の中で、今回については町道整備計

画に基づいて実施されているということは

分かりますけれども、農村道路についても

計画に入っているということでありました

ので、引き続き、財源の確保も必要ですけ

れども、道路の状況に応じて整備を進める

べきだと思います。 

 考え方は理解しました。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項道路

橋梁費を終わります。 

 次に、３項河川費、１６６ページから１

６７ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、３項河川費を終わります。 

 次に、４項都市計画費、１６６ページか

ら１６９ページまでの質疑を許します。 

 ５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） １６７ページにな

ります。 

 公共施設誘導看板整備工事１,３２２万
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４,０００円の看板の内容と設置場所の選定

についてお示しください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 木村議員

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 公共施設誘導看板整備工事の看板の内容

と設置場所の選定ですが、公共施設へ誘導

するサインが現状で分かりづらいこと、ま

た、デザイン性の統一が図れないこと、設

置から年数が経過し、サインの劣化や破損

が見受けられる状況から、人がスムーズに

移動できるよう分かりやすく案内をすると

いうことを目的に、平成３０年度に美幌町

公共サイン整備検討委員会におきまして、

４回の協議を行い、その内容を整理して、

経済建設常任委員会と都市計画審議会へ報

告をさせていただき、美幌町公共サイン整

備ガイドラインと公共施設誘導看板整備計

画を策定いたしました。 

 その策定いたしましたガイドライン及び

整備計画に基づきまして看板の記載方法を

定めていますが、資料の看板の内容に対す

る考え方の①から④に記載されている項目

で整理した中で基準を定めておりまして、

資料の１０ページと１１ページにイメージ

図を載せておりますが、このような形式で

の設置を予定しております。 

 また、設置場所の選定につきましても、

国道や道道から、町道の中でも幹線道路を

経由して各施設に誘導するよう考慮し、設

置場所の選定を行っています。 

 最後に、対象施設につきましても、資料

９ページの一番下の対象施設の選定に対す

る考え方の３項目を考慮して選定をしてお

り、今年度の表記修正を１７基実施してお

ります。 

 そして、令和２年度は、新設、移設が１

９か所、また、表記修正が１か所、また、

撤去１か所を実施する予定となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 御説明の中で、看

板の内容に対する考え方という部分で、１

番に華美でなく、国道等の道路標識と重複

しないことという部分で説明をいただきま

した。 

 ほかの自治体等を見ますと、結構、その

まち特有のものなどと照らし合わせて、そ

のまちらしい看板を設けているところもあ

りますが、そういった美幌町らしい看板に

する考え、例えば美幌のウエルカムのれん

など、そういった考えなどは意見として出

なかったのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 今、お話

をいただきましたその町特有の看板につい

てですが、整備検討委員会でも、まち特有

のもの、アピールするものということは検

討の中に入っていた状況ですが、看板の色

を変えて表記するだけでも、今予定してい

る白地に青の文字の表記以外の表記方法を

とると、費用が２倍強になるという状況か

ら、経費的な問題、内容に対する考え方の

最後の④番に安価なことと書かせていただ

いておりますけれども、最少の経費で最大

の効果が得られるように、今回の内容にさ

せていただいておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） １６９ページ

の公園施設調査設計業務委託料２１０万円

について、業務の内容についてお知らせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 岡本議員

からの御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 公園施設調査設計業務委託料の業務内容

ですが、みとみ公園内のテニスコートの横

にあります積みブロック擁壁が現在傾いて

おりまして、利用者の方々の安全の確保の
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ため、斜面への進入禁止措置を現在実施し

ております。 

 本年度は、擁壁についての修繕や保守方

法、また保守範囲について、財源を含めて

検討していた状況ですが、その検討結果か

ら、修繕、補修は不可能であると判断いた

しまして、次年度以降に改修に向けて必要

な費用として、今回計上させていただいて

おります。 

 改修に当たりましては、ソフトテニス協

会に状況を説明し、理解をしていただいた

中で、テニスコート４面を園内でどのよう

に配置できるのか現況調査を行い、移設場

所を選定の上、施設の基本的な計画と概算

工事費を把握するために業務を行うもので

す。 

 なお、現在、擁壁が傾いている状況か

ら、公園維持管理事業の修繕料の中で、み

とみ公園の擁壁の応急修繕として、大型土

のうを２４０袋程度積んで応急処置するこ

とも含めて対応することとしておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） これは、テニ

スコートの移設につながるということで、

ここは暗かったり、今では珍しい土のコー

トでした。 

 長い間辛抱して使用しているわけですけ

れども、移設を考えるとしたら、あさひ体

育センターの裏にオムニコートが２面あり

ます。その後ろには美幌中学校があって、

美幌中学校には、テニスコートが４面あり

ますけれども、その４面はオムニではあり

ませんけれども、排水設備の工事が終わっ

ております。かなり深く掘り下げて、排水

設備のあるテニスコートが４面、美幌中学

校にあります。 

 一つは中学校で、一つは町の運動施設と

いうことで、これはつながらないのかもし

れませんけれども、先ほどソフトテニス協

会の方ともお話したということですが、み

とみ公園のほうが本当にいいのでしょう

か。もっと適切な場所があるのではないか

と思います。 

 何を言わんとしているかというと、美幌

中学校は、中学校ではありますけれども、

ある程度の工事が進んだテニスコートが４

面あって、その横には主に硬式テニスが使

っておりますテニスコートがオムニで２面

あり、この工事も何年前でしたか、１０年

もたっていないと思いますけれども、多額

の金額で張り替えています。 

 そういうことを考えますと、ここに新た

に造ることを団体と協議しているというこ

とですけれども、そういう町全体の考え方

として、本当にここは適切なのかなと思い

ました。 

 これは質問ではないかもしれませんけれ

ども、その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 今、議員

がおっしゃるとおり、我々も全体的には既

設で利用が可能なところもあるということ

も踏まえて、視野に入れて検討していると

ころです。 

 ただし、みとみ公園内の検討も、補助事

業を見据えた事業ということで、財源を持

っていけるのではないかということも踏ま

えて、まず公園内の長寿命化の事業などを

含めて検討を行って、その検討の中で、ほ

かのところの利用が可能かということも出

てくるのではないかと思います。議員がお

っしゃるとおり、相対的に考えていきたい

と思っております。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 今、オムニを

使うということが、どの大会でも当然とい

うことなので、ソフトテニスがずっと土の

ままあったことが本当に珍しいぐらいで

す。 

 これは、補助事業ということでしたけれ

ども、長い将来を考えて、どこに集約すれ
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ばいいのかということを考えなければなら

ないと思います。 

 環境がよくなれば別ですけれども、美富

にあると、すごく暗くて危険なところもあ

ると私は見ておりました。例えば、学校と

いう縛りはありますけれども、今は生徒が

少なくなっているので、学校の生徒ととも

に使えるものがあればということも考えて

進めていくべきではないかと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １６９ページの公

園維持管理事業、修繕料２,１５５万円の修

繕の詳細な内容についてお示しください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 髙橋議員

からの御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 公園維持管理事業の修繕料の詳細な内容

についてですが、①といたしまして、小破

修繕で１０５万円です。この修繕内容です

が、都市公園内のトイレ、水道施設、公園

の明かりなどの修繕費用として計上させて

いただいております。 

 次に②番の公園施設修繕です。５６０万

円の修繕内容といたしましては、せせらぎ

公園の遊歩道脇にある排水トラフの１８メ

ートルの敷設替え、また、みその公園のフ

ェンスの北側と西側で７４.５メートルのフ

ェンスの取替え、また、みとみ公園内の石

張り階段、３段階段ですが、それが３か所

ありまして、合わせて１０７メートルの修

繕を予定しております。 

 三つ目といたしまして、せせらぎ公園の

木製階段の修繕９９０万円の修繕内容とい

たしましては、美富地区につながる木製階

段の取替えでございまして、平成３０年度

から、せせらぎ公園から上に向かって修繕

を行っておりまして、平成３０年度に４４.

４メートル、本年度に２４メートル、そし

て、令和２年度に３３メートルを予定して

おります。 

 最後に、みとみ公園擁壁応急修繕５００

万円の修繕内容といたしましては、先ほど

も御説明をさせていただきましたとおり、

みとみ公園のテニスコート横の積みブロッ

ク擁壁が傾いていることから、大型土のう

を積み、応急的な修繕を行うという内容に

なっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 修繕内容は十分に

分かりました。 

 私の経験ですけれども、修繕工事をやっ

ている中で、地域住民から工事担当者に要

望が来ることが多々あります。ということ

は、設計書どおりにやったら十分に能力が

出ないということで、何とかしてもらえま

せんかということが多々ありました。 

 そこで、この修繕に関しても担当者が十

分対応しているのだろうと思いますけれど

も、こういう修繕に当たっても、地域住民

の方々と協議して、同じ修繕に使うのであ

れば、工夫すればよりよい工事ができるの

ではないかという思いもあります。そうい

うことを十分に協議しながら、当然、でき

ないものはできないで仕方ないですけれど

も、そういうことを住民と協議してやって

いるのか、お聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 今回選定

しました場所につきましては、当然なが

ら、地域の方から要望をいただきまして、

修繕が必要な箇所という判断をさせていた

だいて、実施する内容になっております。

そのため、地域の方からの要望については

お聞きしている状況にあります。 

 また、工事中にどうしても支障が出る不

具合につきましては、工事業者からの協議

を受けまして、予算も見据えながらになり

ますけれども、設計変更等をして対応する
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ことになると思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４項都市

計画費を終わります。 

 次に、５項住宅費、１６８ページから１

７１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、８款土木費を終わります。 

 次に、９款消防費、１７２ページから１

７３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、９款消防費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時２０分といたします。 

午後 ０時０５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 令和２年度美幌町一般会計予算について

の質疑を引き続き行います。 

 次に、１０款教育費、１項教育総務費、

１７４ページから１７９ページまでの質疑

を許します。 

 ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） １７５ページの教

育総務費、教育振興費ということで、美幌

高等学校間口対策補助金５２０万円の積算

及び事業内容についてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 平成２９年度より、町外から農業科に入

学する生徒に対し、就学に係る費用の一部

を助成することにより、保護者の負担軽

減、生徒確保及び間口対策を図ることを目

的に取り組んでおります。 

 平成２５年度をピークに、美幌高校の入

学者数は年々減少する中、道教委策定のこ

れからの高校づくりに関する指針では、複

数学科設置校において、１学年全体で４０

名以上の欠員が生じる場合は、学科再編を

進めることとしております。 

 こうした背景から、学校はもとより、平

成３０年度に設立の美幌高等学校教育振興

対策協議会での議論を踏まえ、農業科及び

普通科２間口を堅持するため、町外流出を

最小限に防ぐ早急な対策を講じる必要があ

ると判断した経緯となっております。 

 このため、新年度におきましては、町外

から農業科入学者のみならず、町内からの

入学者に対しても対象を拡充し、間口対策

などに取り組むものであります。 

 積算内訳でありますが、町外からの農業

科入学者は１２名、１人当たり１０万円の

１２０万円、普通科及び町内からの農業科

入学者は、８０名で１人当たり５万円の４

００万円となっております。 

 次に、昨年までの成果ですが、いずれも

農業科になります。令和元年度は５名、平

成３０年度は９名、平成２９年度は８名と

いう実績であります。 

 なお、参考までに直近３か年の入学者数

を掲載いたしましたので、よろしくお願い

いたします。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 説明はよく分かり

ました。 

 近年、教育振興事業として予算を出して

いると思います。多分、高校側ともいろい

ろと協議していると思いますが、その辺で

学校側からの要請などはどういうふうに来

ているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申
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し上げます。 

 議員がおっしゃるとおり、毎年度予算時

期の前になりましたら、高校側と校長先生

と協議の場を持たせていただいておりま

す。 

 学校側のお話ですが、保護者からは、例

えば、交通の便がないのでバスを回してほ

しいとか、美幌高校は管内でも有数の資格

取得、検定などが取れる高校でありまし

て、この検定料を補助してほしい、あるい

は制服代、教科書代を補助してほしいとい

うような内容で協議はしておりますが、結

果的には使途を限定せずに今回は５万円と

させていただいております。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それもよく分かり

ましたが、高校生が入学するときには、中

学生の考え方等も含めて、いろいろな方向

性を見ながら助成していただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 同じ項目になりま

す。 

 これは、平成２９年度から間口対策とい

うことで助成している事業ですが、その経

過を見ますと、平成２９年度が８名、平成

３０年度が１名増えて９名、今年度は５名

ということで、これは間口対策についての

成果があまり現れていない状況だと思いま

す。それなのに、普通科まで、あるいは町

内まで広げたということは、慎重に考えな

くてはならないと思います。 

 こういう事業は１回やってしまうと、あ

る程度は続けないと後輩が入ってきたとき

に、私が入ってきたときにはこういう補助

金がないという結果を招きますので、慎重

にならなくてはならないという点が一つで

す。 

 また、今年度の出願状況の最終的な状況

を見ますと、オホーツク管内の全日制高校

の募集人員が２,２８０名です。それに対し

て、出願者数、推薦も含めて１,６９６名で

す。実質５８４名が、間口に対してだぶつ

いている状況なのです。パーセントで言え

ば、約７４％です。そのため、２６％が常

に空き状況ということで、これは根本的対

策を取らないと、美幌の高校に限らず、津

別、大空、地方の高校は全部こういう状況

に陥ると思います。高校が特に北見に集中

しております。５８４名ということは１校

か１.５校分、どこかの高校をなくせば、多

分、地方の高校はもっと充足が上がると思

います。そういうような対策を取らない

と、抜本的な改革にはならないと思いま

す。だから、そういう対策に予算を使うべ

きだと思います。 

 例えば、津別町と大空町とタッグを組ん

で、北見のどこかの高校を一つ削減してく

れという運動を起こすなど、極端な意見に

なりますけれども、そういう動きをしない

と、なかなか解消できないと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいま、戸澤

議員から北見の高校のお話が出ました。 

 私どもは毎年、北海道教育委員会主催の

高校の適正配置の再編会議に出席しており

ます。 

 ここには、町内のＰＴＡと町長と私、経

済界からも出席しており、この網走中学区

の北見、訓子府、置戸、津別、美幌の５市

町村から出ている状況であります。 

 議員がおっしゃるように、今、非常に生

徒数が少なくなっている状況です。そのよ

うな中で、北見市内の定員は依然としてさ

ほど低くなっていない状況です。そのよう

な状況の中で、美幌から町外の北見市内に

通っている生徒が７割近くいる現状にあり

ます。 

 一方、北見市内では、生徒数以上に間口

を有している状況にあります。そのような
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中で、オールオホーツクで考えていく中

で、北見市内の高校の定員をまずどうにか

すべきだということを町長も会議の中で話

しておりますし、道教委としても、これを

考える時期に来ているというお話がありま

した。 

 これにつきましては継続して声を出して

いきたい。そうすることによって地域の高

校を守る、そのことが地域の子供たちの多

様な進学先を確保する、そういったことに

つながるということで取り組んでおります

ので、御理解いただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今言った話は全体

の話になりますけれども、美幌町単独で考

えるとすれば、例えば、ニュージーランド

と交流していますので、ラグビーの非常に

優秀な方を招致する、あるいは日本ハムフ

ァイターズは、地域に職員を派遣して、い

ろいろとそういう事業もやっております。

そういう方を招致して、野球部の面倒を見

てもらうなど、そういうインパクトのある

施策というか、そういうものをやれば、特

定の学生になるとは思いますけれども、あ

る程度の人を誘致できると思いますけれど

も、そういう考え方はないのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 議員がおっしゃ

るように、今、美幌高校は部活、ラグビー

部が非常に頑張っている状況です。また、

よその例では、プロ野球球団から職員を招

聘しているという声がありました。このよ

うな意見は高校の振興対策協議会でも出て

おります。 

 協議会、町、高校で、どのような形がい

いか、魅力づくり、魅力発信にどのような

ことがつながるかということを日々研究し

ている状況です。 

 今の戸澤議員からの御意見を踏まえまし

て、今後も研究・検討をして、実施に向け

て取り組んでまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 最後になりますけ

れども、先ほど言ったとおり、１回この事

業を始めてしまうと、やめる時期というの

がなかなか難しいと思います。 

 当初計画した段階で、成果が出なかった

としても、どのぐらいのスパンでこの事業

は考えているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 具体的なスパン

についての考えは持ち合わせておりません

けれども、まずは町外に出ている子供たち

に美幌高校に目を向けていただくことを主

眼に置いております。 

 そのために、一昨年、アンケートを採っ

ている状況です。 

 また、今年もアンケート調査を実施する

予定でしたが、コロナで臨時休校がありま

して実施に至っておりませんが、私どもは

常々高校なり、中学校とも話をしている中

では、まだまだ高校のＰＲが足りないので

はないかということがあります。 

 そういったことも踏まえまして、これか

らは中学校３年生だけの説明会ではなく、

中学校１年生、２年生の早い時期から、美

幌高校の状況を知っていただく、そういっ

たことによって、現在７割近くが町外に出

ている子供たちを地元の高校に通っていた

だく、そして、高校としても、高校の魅力

づくりに一層努力していただく、そう考え

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 資料を見せて

いただきました。 

 今、議論になっていますように、網走中

学区の中で、複数学科設置校においてはと

いうところで、次には美幌高校が的になる
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のではないかと常々心配しておりました。 

 その中で、振興対策協議会をつくって、

こういうことになったわけですけれども、

やはり私はいつも美幌高校に支援をという

質問をしていましたので、やはりこれは平

野町長が出た結果ではないかと大変よろこ

ばしい思いをしております。 

 生産環境科学科ですか、学校の先生と話

しますと、最低何人が必要ですかという

と、やはり１０名はいないと本当に大変と

いうことです。それでも、私からしたら、

１０名でいいのかと思いましたが、１０名

は絶対に確保したいという話をしておられ

ました。 

 今回の補助で、普通科にも広げました

が、これから子供がどんどん減っていきま

す。何年か後にはどうにかなるかもしれま

せんけれども、それまで打てるだけの手を

打とうということをしていかなければいけ

ないと思っております。 

 今までの予算からすると、非常に大きな

予算ですけれども、昔から高校の問題とい

うのは切り離して考えていたような嫌いが

ありますので、これを皮切りに今後はもっ

ともっと目を向けていただけるだろうと思

っております。 

 この入学のときに５万円、それから１０

万円ということは、これは今年の予算で、

今後のことは考えられるかどうかは分かり

ませんけれども、やはり子供を持つ親とい

うのは、制服を買うのも大変だという話も

聞いておりますので、例えば、今のとこ

ろ、これは１回で終わりなのか、３年間す

るのか、その辺のことで、もし話すことが

あれば、お話を聞きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 期限につきましては、区切ってはおりま

せんので、次年度も取り組みたいという考

えです。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） この間口対策

補助金につきましては、入学当初の費用に

係る部分の補助ですので、入学時の１回と

いう助成となっております。御理解を願い

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） １７５ページ

の美幌高校の教育支援事業補助金５０７万

円について、積算内容及び事業内容につい

てお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 内容は別紙になりますので、３ページを

御覧ください。 

 事業目的につきましては、４項目ありま

す。 

 一つ目は、美幌高校の寄宿舎に入寮する

生徒の生活支援と、今後、道内外から入学

する生徒への寮の確保、二つ目は、道内外

における生徒募集のためのＰＲ活動、三つ

目は、生徒の学習環境支援、四つ目は、美

幌高校の魅力発信に係る活動支援を目的と

しております。 

 続いて、事業内容と積算内訳であります

が、一つ目は、寄宿舎運営費補助でありま

す。補助基準としましては、入寮者の寮費

から、運営費や食費を除いた不足額を補

助、入寮者が６人以上いる場合に限り補助

するものであり、令和２年度におきまして

は、入寮者が最低６人の場合の収支不足額

２９５万円を計上するものです。 

 続いて、４ページをお願いいたします。 

 二つ目は、生徒募集推進補助、５８万円

であります。記載のとおり、学校紹介ポス

ターとパンフレットは、オホーツク管内の

中学校、管外の中学校及び公共施設や商業

施設への配布用であります。 

 広告掲載につきましては、本年１０月頃

に経済の伝書鳩の一面を利用しまして、Ｐ
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Ｒを図るものです。 

 学校ＰＲチラシにつきましては、高校便

りであります報徳の風を９月から１１月の

３カ月間に集中して配布し、ＰＲ活動に取

り組むものであります。 

 大きな三つ目は、学習環境整備補助５４

万円であります。 

 普通科特進コースの生徒を対象にオンラ

イン授業、スタディサプリ、５教科１８科

目４万本の中から、進学予定の内容に合わ

せて必要授業を選択し、在宅学習の環境整

備を図るものであります。６０名の利用を

見込んでおります。 

 大きな四つ目は、魅力発信事業補助、１

００万円であります。 

 大きく分けて２項目あります。一つ目

は、商品開発等事業であり、美幌高校の魅

力づくりにつながる活動に係る費用補助で

あります。令和２年度の内容につきまして

は、検討中であります。記載したのは令和

元年度の取組となります。美幌産野菜を使

用したアイスクリームの開発や美幌産の豚

肉を使用した加工品の商品改良、以下、記

載した取組です。 

 二つ目は、看板作成料への補助でありま

す。 

 美幌高校のＰＲを図る取組として、大型

看板作成費の一部を補助するものです。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 資料を示して

いただきました。 

 ４ページの学習環境整備補助、先ほど約

７割近くが町外に流れるということで、先

ほどは生産環境科学科の１０名という話も

しましたけれども、やはり勉強して、次の

進路につなげるために町外に出ていくとい

うのが非常に大きいのかなと思いますの

で、やはり特進コースもありますので、い

かにして美幌高校に行っても勉強して、次

の進路につなげるのだという実績をぜひつ

くっていただきたいです。 

 今もある程度は実績がありますけれど

も、まだまだ実績をつくっていただいて、

ここ数年で、中学に在籍している生徒が美

幌高校を目標として選んでくれるような学

校にしていっていただきたいと思います。 

 それから、このオンライン授業の中で、

やはりこれを見てくれる先生というか、例

えば、それだけで済むのか、勉強している

のは分かっておりますけれども、学校でも

勉強に力を入れるということは、皆さんと

の協議の中でお話はしていると思います

が、その辺をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 基本的に、こちらの学習環境整備は自宅

で行いますが、こちらは学校の先生と連携

しながら取り組んでおりますので、例え

ば、問題で分からないことがあれば、先生

これはどうなるのですかなど、そういう形

で、自分一人でやるのではなくて、日々、

先生と一緒になってやっておりますので、

美幌高校の売りの一つであります。 

 これも中学校の先生にも説明をしており

ますけれども、こういういいものがあると

いうことをもっともっとＰＲして、生徒の

確保に努めていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 岡本議員から就

職先、進学先のお話がありました。 

 私ども教育委員会は学校と協力して、管

内の中学校に高校のＰＲをしております。 

 その中でも、やはり保護者の方や生徒が

一番気にするのは、卒業後の出口の部分だ

と思っております。 

 そういったことも、美幌高校ならではの

指定校推薦、さらには就職、進学のいずれ

も、きめ細やかな対応ができているという

ことをしっかりとＰＲさせていただいてお

ります。 

 このことは、町外だけではなく、町内の
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中学校に対してもしっかり学校と協力し

て、今後もＰＲしてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 毎月、美幌高

校では、報徳の風という広報をつくって、

各自治会で回覧しており、本当にここ数

年、密着といいますか、お互いに協力がで

きていると思っております。 

 また、中学校の進路を決めるときに、そ

れぞれの高校の先生が行って、中学校でア

ピールをしますが、そういうときなども非

常に大切なので、やはり教育委員会として

も、生徒と美幌高校をアピールするような

形を今後とっていただきたいと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） １７７ページの

語学教育充実事業の予算の内容及び年間の

指導計画について御説明いただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 令和２年度の小学校における外国語の教

科化に伴いまして、児童が英語を話してみ

たくなるような学習環境の整備、英語に慣

れる機会の設定、外国語学習への意欲喚起

の観点から、令和２年度は美幌小学校をモ

デル校として、イングリッシュルームの開

設に伴う環境整備費を予算計上しておりま

す。 

 英語のワードやグッズがたくさんそろっ

ている教室にＡＬＴや外国語専科教諭が常

駐することで、授業はもちろんのこと、日

常的に自由に使える教室といたします。 

 また、当教室ではオールイングリッシュ

とすることで、英語を勉強としてだけでは

なく、身近な言語として捉えられる環境を

児童に提供していくものであります。 

 なお、教室内のレイアウトにつきまして

は、６ページ目のイメージ図を想定してお

りますので、後ほどお目通しいただければ

と思います。 

 次に、経費の内訳ですが、英語教材など

の消耗品が２４万１,０００円、庁用備品と

して、移動式のキャスターテーブルが２０

台、スツール、丸椅子になりますが、４０

脚、５６万３,０００円です。 

 機械器具としましては、５０インチの大

型テレビ１台、２５万１,０００円です。 

 教育備品としまして、指導書の一つにな

ります。ピクチャーカードや食べ物の模型

など、１２万７,０００円、計１１８万２,

０００円が整備にかかる経費となります。 

 次に、年間指導計画でありますが、令和

２年度から小学校３・４学年は、年間３５

時間の外国語活動、小学校５・６学年は、

年間７０時間の教科としての外国語が完全

実施されます。 

 それぞれの単元と目標、活動例を作成し

まして、イングリッシュルームを活用した

授業展開を進めていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 美幌小学校をモ

デル校として、今年から文科省の指導に合

わせて取り組むということで、取組として

は本当に積極的でよろしいと思います。 

 これはモデル校ということですので、来

年度以降、町内の残りの小学校２校につい

ても、教育委員会として拡大していく計画

があるのかどうか。 

 また、それに伴って、外国語というのは

英語の指導が中心になっていくので、やは

り美幌でしっかりとこういった取組を特色

ある教育ということで、国際社会において

優秀な人材、特に外国語をしっかりできる

ような人材を育てていくという意味で言え
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ば、やはりＡＬＴを町単費でも増やした中

で、こういう外国語教育にしっかりと取り

組んでいくことが、美幌の特色ある外国語

教育になるのではないかと思います。 

 教育委員会として、美幌小学校のモデル

から始まって、今後議論している状況があ

れば、お答えいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、拡大の計画ですが、美幌小学校の

状況を検証した中で、随時拡大する考えは

あります。 

 それから、特色ある内容ということです

けれども、御答弁でも申し上げましたとお

り、ＡＬＴや中学校の英語教諭が小学校を

巡回するという専科教諭を令和２年度にお

いて取り組みます。こちらは、北見市内な

どでも行っておりますが、私どもとしまし

ても非常に先駆的な取組だと考えておりま

す。 

 今後、英語が難しいという固定概念をな

くすためにも、あらゆる方策を検討しまし

て、外国語の授業を楽しくできるような形

で進めていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 今後、拡大の考

え方があるということですので、今、説明

にあった、小学校を巡回する専科教諭、こ

れは日本人の先生だろうと思いますが、私

は外国語をしっかりと身につけるために

は、やはり生の英語教育ができるというこ

とが、子供たちにとっては、小さいうちか

ら外国人に慣れ親しんで、成長していくと

いう意味ではすごく大事ではないかと思い

ます。 

 もちろん、専科教諭でも優秀な先生がい

らっしゃるでしょうけれども、今後、町の

財政は相当厳しいとは思いますが、ＡＬＴ

を各学校に１名配置して、巡回しないで、

将来的にしっかり町内の小中学校５校の中

で、ＡＬＴが中心になって、英語教育に取

り組むことも、教育委員会としては積極的

に検討していくべきではないかと考えてお

りますけれども、その辺の考え方があれば

お聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの御質

問ですが、まず１点目、冒頭に主幹からお

答え申し上げました巡回指導の関係です

が、こちらは児童に対する授業もあります

が、各教科担任、小学校の教員に対する授

業の組立て、授業の手法等についての指

導、研修の役割も担っております。 

 また、ＡＬＴにつきましては、御理解を

いただきまして、昨年、２人に増員させて

いただいておりますが、議員から各学校に

というありがたい御意見をいただきまし

た。 

 これについても、今後の様々な場面で、

調査、研究していきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君） 同じイングリッシ

ュルームについての質問になります。 

 イングリッシュルームの目的といたしま

して、英語を勉強としてだけではなく、身

近な言語として捉える環境を提供していき

たいという趣旨を持たれるということで、

時代の流れなのだなという思いとともに、

小さな学年のうちから英語に親しむことの

重要性を認識しております。 

 今、ＡＬＴの話もありまして、今の御質

問とかぶるかもしれませんが、児童を受け

持っている小学校の担任の先生の関わりに

ついて教育長から御説明があったかと思い

ますが、もう少し詳しく教えてほしいで

す。 

 また、年間指導計画は、国から来ている

ものと理解はいたしますが、例えば、今回

のモデル校になります美幌小学校が独自で



 

－ 226 － 

いろいろな工夫をして、この時間を充実し

たものにしていきたいということも含まれ

ていると理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 令和２年度から正式な形で、小学校３・

４年生が外国語活動に入ります。こちら

は、聞く、話すことを中心として、英語に

慣れ親しむ時間が３５時間、これは新学習

指導要領で決まっています。 

 それから、５年生、６年生になります

と、教科となりますので、聞く、話す以外

にも読む、書く、慣れ親しむということ

で、こちらは７０時間の活動になりますけ

れども、基本的には、小学校は担任の先生

が全教科を教えますので、基本的には先生

が教えますが、北中学校の英語の先生が巡

回いたします。 

 その先生が、たまに授業もこういうふう

にやるのだよというふうに交代する場合も

ありますし、基本的にＴＴと言いまして、

先生が２人で授業をする形になります。そ

の巡回の先生は、担任の先生の指南役とい

いますか、そういうこともありますので、

総力を挙げて取り組んでいきたいと考えて

おります。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） おおむね了解いた

しました。 

 こういう取組は、いち早く全校に広まっ

て、美幌町の小学生、児童の英語教育の発

展、充実につながることを希望するもので

あるとともに、ただでさえ、子供たちはい

ろいろな授業がタイトに組まれている中、

英語の授業が入ることで、きっと現場では

いろいろな問題がたくさんあるのだろうな

という懸念をしつつ、質問を終わらせてい

ただきます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項教育

総務費を終わります。 

 次に、２項小学校費、１７８ページから

１８３ページまでの質疑を許します。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １８１ページ

の小学校教育振興事業、消耗品費５１万５,

０００円、一日防災学校の内容について説

明願います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 平成３０年度から、学校における防災教

育の一環として、美幌町では、旭小学校に

おいて一日防災学校を実施しております。 

 今後におきましても、防災教育のさらな

る充実と、各関係機関との連携強化及び学

校安全に取り組むことを目的に、令和２年

度におきましては全ての小学校を対象に実

施を予定しております。 

 具体的な内容につきましては、これまで

旭小学校が実施してきた内容をベースとい

たします。教育課程に位置づけるととも

に、それぞれの小学校の地域特性や実情に

合わせた内容と充実に努めていきたいと考

えております。 

 一日防災学校を通して、児童、教員、地

域、関係機関等と共通理解を持ち実施して

いくためにも、引き続き、町の防災担当は

もちろんのこと、関係機関とも協議を進め

ることとし、それぞれの責任と役割分担を

明確にした中で取り組んでまいります。 

 実施予定校は、美幌小学校、東陽小学

校、旭小学校です。 

 予定時期は令和２年９月頃であり、避難

訓練の開催実施に合わせて行う予定です。 

 予算計上額でありますが、防災非常食の

わかめ御飯が２８万円、おにぎりが８万５,

０００円、訓練用消耗品は各校５万円の１

５万円、合わせて５１万５,０００円となり

ます。 
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 なお、参考としまして、昨年度に旭小学

校で実施した内容を８ページに掲載しまし

たので、後ほどお目通しいただければと思

います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 旭小学校が平

成３０年度から実施しているということ

で、早い取組だったのだなと感心させられ

ました。 

 今、防災についてはどこでも関心のある

ことで、学校単位で防災に取り組んでいる

ところもかなり増えてきているし、美幌は

どちらかというと災害の少ない町というこ

とで、非常に関心があるような感じであり

ながら、どちらかといえば、災害の少ない

というところで名を売っていることもあっ

て、関心度はほかの地域から比べたら低い

のかなと思っておりますけれども、やはり

一番先に子供たちに教育をすることがベタ

ーなのかなと思っております。 

 令和２年度から実施をするということに

関しては、本当にいいことだと思っており

ますので、積極的に進めていただきたいと

思います。 

 手法としてはいろいろな取組方があると

は思いますけれども、避難訓練の開催に合

わせてということになっているのは、どう

いうことなのか、説明を願えますでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） お答え申

し上げます。 

 学校は、１年間のスケジュールが決めら

れております。避難訓練の延長戦といいま

すか、通常でしたら避難訓練でグラウンド

に集まって終わりですけれども、旭小学校

もそうでしたが、それだけに終わらせず、

今おっしゃったように災害が少ないからと

いうことでなくて、それこそ平時にあって

こそ、有事の備えが必要ということもあり

ます。関係機関との協力の実施時期も、今

から動いておりまして、どうしても年間の

スケジュールがありますので、この時期に

しかならないということを御理解いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 学校行事と合

わせてということになると、非常に難しい

というのは理解しておりますけれども、学

校だけではなかなかでき得ないこともある

と思いますので、これは地域との連携が一

番必要かと思いますし、その辺の連携プレ

ーが今後は大事になってくると思います。

その辺については、地域のそういうイベン

トなど、いろいろなことに合わせながら取

り組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 先ほど避

難訓練と申しましたが、防災の日が９月１

日ですので、その前後でやりたいというこ

とです。 

 また、地域の関係ですけれども、旭小学

校も地域住民に内容を見ていただいて、参

加していただきながらということもしてお

りますので、美幌小学校、東陽小学校にお

きましても、地域の方も巻き込んで取り組

みたいということで、今後検討していくと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君） 同じく１８１ペー

ジの小学校スクールバス運行事業、修繕料

９９万円の積算内訳について御説明お願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） 稲垣議員

の御質問に答弁いたします。 

 給食センターでは、現在、直営のスクー

ルバス１台を給食センターに、また、委託



 

－ 228 － 

バス５台を２社に委託しております。その

うち、小学校費では、直営のバス１台とス

クールバスの委託２台を管理しておりま

す。 

 修繕の内訳ですが、コミューターバスと

呼ばれる１５人乗りのバスをセンターに置

いております。これにかかる車検の整備代

が１１万６,０００円で、一般修繕が５万円

です。また、委託しております２台分の一

般修繕が４０万円です。さらに、今回、委

託バス２台ともドライブレコーダーを設置

する予定です。１台２１万２,０００円です

が、大型バス用の専用のドライブレコーダ

ーになります。 

 内容としましては、バスの前面に、両側

が映るカメラ、それによって前面と後ろ側

は運転手を含めて映っておりますが、それ

によって側面からの車両も一部映ります。

また、後方のカメラと合わせて３台のカメ

ラを設置する予定となっております。 

 機能につきましては、大型バス専用です

ので、例えば、ウインカーを上げたり、ブ

レーキを踏んだりといったパルス信号をつ

かんで、それも機能として保存する、ま

た、音声も録音する機能がついておりま

す。 

 こういった整備について、コミューター

バスは、現在、既についておりますので、

委託バスのみの設置となります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項小学

校費を終わります。 

 次に、３項中学校費、１８２ページから

１８７ページまでの質疑を許します。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １８３ページ

の中学校管理事業の消耗品費８１９万円の

未来のアスリート応援事業ですけれども、

具体的な内容について御説明を願います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 消耗品費８１９万円につきましては、中

学校２校の校舎維持管理及び部活動、未来

のアスリート応援事業に係る消耗品を購入

するものであり、詳細につきましては、次

のとおりであります。 

 なお、備品につきましては、ナンバー１

７、１８、１９の下表のとおりとなりま

す。 

 表の右側が未来のアスリート応援事業２

９８万２,０００円の予算額です。 

 各校の運動系の部活動に係る消耗品とな

りますが、あらかじめ中学校側から、部活

動の顧問の先生より要望を受け、精査した

中で予算を計上させていただきました。 

 例えば、野球部でありましたら、ミッ

ト、プロテクター、ヘルメット、バスケッ

トボール部でしたら、ユニフォームやボー

ルといったものを購入することになりま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 資料について

は、１７、１８、１９で見せていただきま

した。これはアスリートだから、中学校の

スポーツ関係の予算だけだと思います。 

 例えば、その中で金額が違うのは、生徒

の人数によって違うのか、その辺のとこ

ろ、美幌中学校と北中学校と部活によって

金額がそれぞれ違いますが、この算定はど

ういう方法でやられたのか、説明願いま

す。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 こちらは各学校から備品と消耗品が混在

して請求が上がってきましたので、例え

ば、学校によっては備品類が多かったり、

消耗品が多かったりというばらつきがあ



 

－ 229 － 

り、どうしてもこのような結果になりま

す。 

 各中学校とも、一つの部活動の金額を平

均しますと大体四十五、六万円で、消耗品

と備品を合わせると同じになっております

ので、あまり差をつけないような形で予算

をつけております。（「分かりました。」

と発言する者あり。） 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君） １８５ページの中

学校スクールバス運行事業、修繕料１９４

万６,０００円の内訳についてお尋ねいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） 稲垣議員

の御質問に答弁いたします。 

 先ほどの小学校費で御説明いたしました

が、委託スクールバス５台のうち３台を中

学校費で管理しております。 

 今回、委託バス３台分の一般修繕費が６

５万円、また、１台は屋根から雨漏りして

いますので、雨漏り修繕が１台です。これ

は、平成十三、四年に入れた車両になりま

す。また、ドライブレコーダーが３台と

も、先ほどと単価は同じですが、３台に入

れるということで、６３万６,０００円、計

１９４万６,０００円となっております。 

 なお、参考までに、現在スクールバス

は、このほかにまちづくりグループで混乗

スクールバスが３台あります。今回、連携

を図りまして、まちづくりグループも同様

にドライブレコーダーを入れるということ

で、全てのスクールバスに今回は入るとい

うことで御理解をいただければと思いま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） ドライブレコーダ

ーの件につきましては、小学校を含めて、

丁寧な説明をありがとうございます。理解

いたしました。 

 そこで、委託バスが雨漏りをしていると

いうことですが、そのバスは平成十三、四

年頃に購入したバスであるという話です

が、ほかの４台の購入時期が分かれば教え

ていただきたいです。 

 また、２０年以上乗っているバスですの

で、車の安全面を含めると、もちろん新し

いものは安全性が高いことは言うまでもな

いのですが、この質問にそぐわないかもし

れませんが、今後のバスの更新の予定があ

るかどうかだけお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 スクールバスにつきまして、委託バス５

台は、それぞれ平成１３年車、平成１４年

車が１台、平成１５年車が１台、それか

ら、平成２３年車が１台と平成２６年に入

れたバスになります。 

 このうち、平成１３年から平成１５年に

入れた車両が１８年経過しておりますが、

運行距離を見ますと４０万キロメートル弱

です。年間２万キロメートルずつ増えてお

りますが、通常の路線バスは、１００万キ

ロメートル程度は走りますので、運転上は

問題ありません。ただ、老朽化しておりま

すので、定期的にエンジンルームの一部の

部品を交換しております。 

 今後、修繕費がかさみましたら、当然、

交換時期ですが、雨漏り修繕をしているよ

うな車両については、年次的な総合計画に

入れて、今後、計画的に１台ずつ更新して

いきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １８５ページの中

学校管理事業、教育備品１,２６６万円の備

品を購入する際の詳細を教えていただきた
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いと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 購入備品内訳につきましては、下表のと

おりです。 

 購入方法については、楽器は町内の取扱

い業者が１者のみであることから、１者随

意契約とし、アスリート応援事業に係る備

品購入につきましても、町内の取扱い業者

の見積り合わせにより、随意契約とする予

定です。 

 金額の内訳ですが、一つ目は、各中学校

吹奏楽楽器更新です。予算額は１,０００万

円であり、各校の内訳は記載のとおりで

す。二つ目は、各中学校部活動用備品で

す。未来のアスリート応援事業の備品とな

り、予算額は２６６万円になり、各校の内

訳は記載のとおりです。 

 続いて、備品の詳細を１３ページから１

５ページに掲載いたしましたので、よろし

くお願いいたします。（「分かりまし

た。」と発言する者あり。） 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 平野町長は教育

長でもありましたので、教育行政に精通し

ているし、力を入れたいということで歓迎

しておりますけれども、今年、こういう形

で整備をしていって、もちろん、これで各

吹奏楽やスポーツ系の部活が全てが十分満

たされるということではないと思います。

当然そうなると、年次的にアスリートの支

援をしていくということで、教育委員会と

して、年次的にそういったものを強化し

て、備品あるいは消耗品の調達をこれから

進めていくというその第１年次目なのかど

うか、その辺の考え方をお示しください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） お答え申

し上げます。 

 これまでにおきましても、多くの予算で

はありませんが、年次的にやっておりま

す。 

 今回、寄附者の御厚意ということで、そ

の御趣旨に沿って、例年よりも多い金額を

つけていただきましたが、来年度以降も年

次的に、計画的に取り進めていきます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君） 同じく１８５ペー

ジの教育備品についてですが、積算内容に

ついては理解いたしましたけれども、購入

方法が１社限定ということで随意契約で

す。この場合の価格の適正さはどのように

判断されるのでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 通常、こうした品物はカタログに載って

おりまして、大概は札を入れるときに若干

下がるわけでありまして、それぞれの見積

りを取った中で、適正な数値と判断して、

取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） もちろん購入する

際には、事前に予算化するための見積りを

取っているとは思いますが、カタログと見

積りの金額との割引率といいますか、そう

いうものが、役場で言うところの適正とい

うことで判断して、このように予算化され

たという理解でよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） はい、そ

のとおりです。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、３項中学

校費を終わります。 

 暫時休憩します。 
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 再開は、１４時３０分といたします。 

午後 ２時１４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 令和２年度美幌町一般会計予算について

の質疑を引き続き行います。 

 次に、４項社会教育費、１８６ページか

ら１９９ページまでの質疑を許します。 

 １１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） １８９ページ

の成人教育事業１８５万９,０００円につい

て、女性リーダー国内研修派遣の近年の状

況について、派遣人数、年齢、その後の活

躍などをお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 岡本議員

の質問に御答弁させていただきます。 

 初めに、近年の状況からですけれども、

例年、美幌町自治会連合会女性部会と美幌

町農業協同組合女性部に参加者の推薦を依

頼しておりますが、就労、仕事の関係な

ど、様々な御事情で５泊６日間にわたりま

す長期間の研修に参加することがなかなか

難しい方が多いというような現状となって

おります。 

 このため、近年は、広く町内で御活躍い

ただいている団体、ボランティア連絡協議

会、消費者協会、婦人防火クラブなどにも

枠を広げて推薦依頼を行っております。 

 こうしたことから、派遣者２名の決定が

当初の計画より遅れてしまう現状にありま

して、派遣日程の短縮など、対象となる女

性の皆様が参加しやすい条件などを整えて

まいりたいと考えております。 

 令和元年度までの派遣人数ですけれど

も、延べ８８名となっております。また、

今年度を含みます３か年の派遣者の年齢で

すけれども、平成３１年度におきまして

は、６４歳と７０歳の２名、平成３０年度

におきましては、６３歳と６５歳の２名、

平成２９年度におきましては、５４歳と５

５歳の２名となっております。 

 研修後の御活躍等についてですけれど

も、派遣研修修了後は、らんざんの会に入

会していただきまして、美幌町男女共同参

画プラン推進協議会への参画や教育委員会

と共催します女性講座の開催、さらに独自

の研修や会員内の相互交流活動が実施され

ております。ほかにも、研修派遣された方

が所属する団体でも中心的な役割を担われ

て、御活躍されております。 

 以上、御説明させていただきましたの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 今、説明して

いただきましたけれども、女性リーダーの

人数にもよりますけれども、国内研修だけ

に係る金額をまずお知らせください。 

 それから、今の説明の中で５泊６日とい

う話をされました。今後もこれから派遣し

やすい体制を考えてまいりますということ

でしたが、らんざんの会に限らず、美幌町

のいろいろなボランティアをしている方と

いうのは、６０歳代、７０歳代、８０歳代

の方までいらっしゃるかと思います。 

 何が問題かというと、次につながる人が

なかなか出てきていないのではないかと思

いますので、若い方は長い間というのは大

変かと思いますので、そういうことも考え

ましたら、この派遣が最良なのか、例え

ば、ほかのもので女性リーダーを育ててい

くようなものがないのかという検討はされ

たのかどうか、そこのところをお知らせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） まず、１

点目ですが、国内研修派遣に係る予算とい

うことですが、まず、研修派遣にかかりま

す旅費、日当等の報償がございます。 

 こちらは、町の旅費規定に基づいており

ますが、予算としましては、１人当たり１
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３万２,４２０円の２人分ですので、２６万

４,８４０円です。 

 それから、消耗品の部分ですけれども、

研修が終わった後の報告などの消耗品で約

１万２,０００円、それから、印刷製本にか

かる費用が約２万２,０００円となっており

ます。これらが予算の内訳になります。 

 また、いろいろな研修先ということで、

現在、国立女性教育会館に派遣させてもら

っております。こちらは、日本において、

いろいろな地域で活躍されている女性の方

たちが集まっており、非常に大きな大会

で、かつ交流ができる場所ということで、

こちらを毎年選考させていただいておりま

す。 

 ほかの部分については、現在、検討して

いる内容は持ち合わせておりません。こう

した状況の中ですが、こちらは今後も継続

させていただきたいと考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） この研修に係

る予算だけを考えれば、１人１３万２,００

０円ということですけれども、これからの

将来を考えるときに、ボランティアという

か、いろいろな団体で活躍している方に、

少しでも刺激というか、自己啓発や広い目

を持っていただくためにも、２人と言わ

ず、積極的に推進していったほうがいいの

ではないかと考えております。 

 派遣した方が８８名いらっしゃるという

ことですけれども、私が知っている中で

も、美幌の中でかなり長い間活動している

方が多いので、今後も力を入れていくべき

でないかと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １８９ページ

の成人教育事業１８５万９,０００円のう

ち、多文化共生推進事業２０万円の具体的

な内容について説明を願います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 御答弁さ

せていただきます。 

 まず、具体的な内容ですが、初めに、こ

の事業は、本町に在住する外国人労働者な

どを対象にして、日本文化を体験、または

学習してもらいながら、日本や美幌町に対

する理解を深めることを目的とした内容で

す。 

 想定しております内容ですが、具体的に

は、生け花、着つけ、茶道、日本舞踊、書

道、絵手紙や和太鼓などを検討しておりま

す。 

 予算２０万円の具体的な内容ですけれど

も、大きく二つありまして、報償費として

１４万４,０００円を見積もっております。 

 こちらにつきましては、１事業所当たり

年間２回程度を実施したく、１回につき指

導者を３名として見積もっております。講

師の方にお支払いする報償費として、記載

のとおり、予算を見積もらせていただいて

おります。 

 二つ目に、事業費として５万６,０００円

を見積もっておりまして、こちらは、企

画・実施を予定している講座など、対象者

の方たちに周知する際のチラシの作成を予

定しております。チラシ作成に要する消耗

品のほか、外国の方々と講師のコミュニケ

ーションが円滑にできるように多言語に対

応する言語翻訳機１台の購入も予定してお

ります。 

 以上、説明させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） この事業は、

今回初めての事業だと理解しております

が、外国人に日本のよさの理解を深めても

らうという意味では、とてもいい事業かと

思っています。 

 ただ、想定される指導内容について説明



 

－ 233 － 

を受けましたが、暖かい国から来られる人

たちにとっては、北海道の冬のスポーツ、

例えば、スキーやスケートなども考えても

いいのではないかという思いが一つありま

す。 

 それから、事業所が企画して実施を予定

するということになっておりますけれど

も、事業所にお任せをしたのでは、なかな

か進まないのではないかと思っておりま

す。そこは、やはり町がアドバイスをする

なり、事業を組み立てるところまで一緒に

やっていかないと、なかなか難しいと思っ

ております。その辺のことをどのように考

えているか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 今、坂田

議員の御質問の冬のスポーツ等もあったほ

うがいいという点につきましては、今後、

そうしたことも念頭に置いて、ぜひいろい

ろなものを取り入れていきたいと思いま

す。 

 また、企画の中身につきましては、当

然、教育委員会から、いろいろなことを提

案させていただき、そして、事業所とも相

談しながら取り組ませていただきますの

で、こちらにつきましては、最初の年です

ので、私たちからいろいろなことを提案さ

せてもらいながらお話を進めていきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） そのように進

めていただければ、事業所も事業に乗って

行きやすいと思います。 

 もう一つ、この事業をやるとすれば、ど

ういう会場でやるかが問題かなと思いま

す。 

 それは、人数にもよりますし、少人数で

あれば、どこでもできるのかもしれません

が、それにしても会場というのはどこかを

想定してやらなければ難しいと思います。 

 例えば、町の施設を借りられるのなら借

りられるように、そういうことも話を進め

ていただいたほうが取り組みやすいと思い

ますので、そのことも忘れないで、こうい

う企画に乗せていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） １８９ページの

成人教育事業、各種行事等報償１４９万円

の事業内容及び金額の内訳について御説明

ください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 上杉議員

の御質問に答弁させていただきます。 

 事業内容につきましては、大きく三つの

事業から成っております。 

 一つ目としましては、成人教育事業で、

報償費として１００万５,０００円、二つ目

としましては、家庭教育推進事業としまし

て、報償費で３４万１,０００円、三つ目で

すが、多文化共生推進事業ということで、

１４万４,０００円の報償費を合わせており

ます。 

 それぞれの事業につきましての細かな内

容ですが、成人教育事業につきましては、

広く町民一般を対象として、個人や地域に

密接に関わりのある課題を学習する機会を

提供し、町民の持つ学習意欲を支援し、生

活力や知識、技術の向上を目指すものとし

ており、予定しております細かな事業、講

座におきましては、記載のとおりとなって

おります。 

 家庭教育推進事業ですけれども、こちら

は家庭教育充実のために、保護者に対する

学習、講座を実施するとともに、学校、家

庭、地域の連携を充実させまして、心身共

に健やかな子供の育成につなげられるよう

な内容となっております。 

 実施を予定する事業につきましては、記

載のとおりとなっております。 

 最後ですが、さきに御説明させていただ
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きましたが、多文化共生推進事業ですが、

こちらも外国人労働者の方たちを中心に、

日本文化を体験・学習していただけるよう

なことで、美幌町に対する理解も深めてい

ただくことを目的にしております。 

 以上、説明をさせていただきましたの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ただいまの新規

で一番下の多文化共生推進事業の１４万４,

０００円を除くと、私の資料では、前年よ

り２３万４,０００円が当初比で増えており

ます。具体的な実施予定事業がいろいろと

書いてありましたが、新規事業を除いて具

体的にどの事業で予算が増えているのかに

ついてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 増えてい

る部分は、まず、成人教育事業につきまし

ては、２３万３,０００円ほど増えておりま

す。 

 この増えている中身としましては、この

中に、ふるさと人材教育事業というものを

設けておりまして、こちらで増えている部

分が大きな中身となっております。 

 残りは多文化共生事業になりますので、

大きなところは今言った中身です。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 分かりました。 

 私も勉強不足で、ふるさと人材教育事業

で増えているということですが、具体的に

どういう事業をやっているのかが一つで

す。 

 もう一つは、その前にあるみんなのまな

び場応援事業、これは町民のグループの皆

さんから申請してもらい、採択される事業

だと思いますけれども、平成３１年度の実

施状況ですが、申請があって採択されたの

かどうか、その辺の状況をお知らせいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） まず、１

点目です。 

 ふるさと人材教育事業の中身についてで

す。 

 こちらにつきましては、今年取組をさせ

ていただく内容で、新しく考えている内容

ですけれども、美幌町とも関わりの深い方

などを講師にお招きしながら、その視点で

美幌町のよさを改めて知っていただく、あ

るいは、美幌町の方たちにその方が持つい

ろいろな技術、知識等についてもいろいろ

と聞かせていただきながら、私たちのまち

づくりに生かしていきたいと考えておりま

す。 

 具体的な内容につきましては、まだこれ

からということで、今年取り組ませていた

だきますけれども、こちらについては、そ

うした人材を生かしながら、美幌町の方た

ちに還元できるようなものと考えておりま

す。 

 ２点目ですけれども、みんなのまなび場

応援事業です。 

 実際の平成３１年度の実績ですけれど

も、こちらは全部で五つの講座を御提案い

ただき、それを支援させていただいており

ます。全部合わせて、額にしまして１６万

９,４００円ほど支援をさせていただいてお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １９１ページの芸

術文化振興事業、負担金６７０万円、この

事業の内容の内訳について、よろしくお願

いします。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 髙橋議員

の御質問に答弁させていただきます。 

 資料として提示させていただいている内
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容ですけれども、まず、６７０万円は負担

金事業の中身です。 

 大きく１番目ですが、文化祭の負担金と

して４６万円で、これは例年どおりになり

ます。それから、２番目に、芸術文化鑑賞

機会充実事業としまして、今年は合わせて

６２４万円です。 

 芸術文化鑑賞機会充実事業の中身につき

ましては、資料として記載させていただき

ましたとおり６項目ほどありますけれど

も、柱としましては、大きく上から、芸術

文化鑑賞事業というものがあります。今年

は、劇団四季のミュージカルで、一般講演

も予定しておりまして、こちらを計画させ

ていただいております。 

 ２番目につきましては、びほーる共催鑑

賞事業、こちらは昨年、つるの剛士さんの

ライブコンサートをやりましたが、令和２

年度におきましては、お笑いライブを検討

しております。 

 それから３番目、４番目ですけれども、

文化団体招聘鑑賞事業ということで、中学

校向けのコンサート、それから、小学校向

けのコンサートということで計画しており

ます。 

 ３番目につきましては、小学校５・６年

生を無料招待する形で、劇団四季こころの

劇場という中身で、隔年で実施させていた

だいている内容が今年度実施できる予定に

なっております。 

 それから、４番目につきましては、中学

校の生徒向けに、生の芸術に触れていただ

くということで提供しているものでござい

ます。 

 それから、５番目ですが、親子芸術鑑賞

事業です。 

 こちらは、家族向けでお子様と家族が一

緒になって楽しめる内容を中心に考えてい

ただけるもので、こちらについても、昨年

から始まった内容ですが、今年も規模を拡

大して実施を計画しております。 

 それから、６番目ですが、ふるさと応援

鑑賞事業につきましては、今回事業として

新しくつくらせていただいたものですけれ

ども、観光物産大使として代表されるアー

ティストの方たち、美幌町を応援してい

る、または、ゆかりのあるアーティストの

皆さんを招聘いたしまして、芸術鑑賞の機

会をつくる、また、それとともに町民にお

きましても、そうした観光物産大使を応援

し続ける姿勢をお互いに持って、美幌のま

ちづくりの関心を高めていく機会になると

いうことで、今回提案させていただいてお

ります。 

 以上、説明させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 事業内容について

は理解いたしました。 

 事業内容を見ていますと、例年、こうい

うことかなと感じますけれども、ちょっと

残念に思うのは、当然、子供たち、若い人

が中心、家族のために文化芸術向上という

ことは十分承知していますが、この中に年

配や年寄りなどに重点を置いた事業が見当

たらないということです。 

 私も好きなものですから、いろいろな町

に大衆娯楽といいますか、落語などあれ

ば、顔を出しおりますけれども、行きます

と年配の方が腹を抱えて笑っており、これ

は健康のためにもいいなという思いがあり

ます。美幌でも、ぜひ定期的にやっていた

だければ、お年寄りの方も、また来年まで

元気に生きてあれを見てみたいという気持

ちになるような企画はどうかと思いますの

で、その辺のところをお聞きいたします。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 髙橋議員

から御意見をいただきましたが、本当にそ

のとおりだと思いますので、今後もそうし

たことを念頭に置きながら、そういう方た

ちにも向けた内容も当然考えさせていただ

き、また続けていけるようにしていきたい
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と思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） １９１ページの社

会教育施設費ということで、町民会館等管

理運営事業、光熱水費２,３４１万１,００

０円ということで、前年度対比で増額にな

っている積算根拠についてお教えくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 伊藤議員

の御質問に答弁させていただきます。 

 平成３１年度の町民会館におきます光熱

水費の通年の実績が今回得られました。こ

のことによりまして、確定した額及び空調

設備の是正工事の関係で、機械が増えまし

た。そうしたことによる電気代の増などを

見積もらせていただきまして、増額となっ

ております。 

 電気代につきましては、電気の是正工事

に関わる部分ということで、約８万４,５０

０円の増と見込んでおります。 

 また、上下水道におきましては、そのほ

かに実績を見込みまして、逆に下げている

部分がありますが、トータルで電気代は上

がっているので、増額という中身になって

おります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 前年度対比で、両

方で１０７％ということですけれども、

今、是正工事はやっている最中というか、

新年度までにはある程度はよくなると思い

ますけれども、通年の使用実績の増えた分

と、是正工事で増える分の電気代というの

は分かるのですか。どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 今の御質

問ですけれども、通年ベースから差し引き

ますと、実際に約１７０万円が電気代とし

て増えております。 

 また、利用されている実績もありますけ

れども、そちらに伴って、イコールではあ

りませんが、当然、そうした部分からも増

えてきているのが実際です。そうした部分

からも電気代が増えてきております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 端的に言いますけ

れども、ヒートポンプ方式を採用して、そ

の設計段階での不具合によって、エアコン

等を増やすということで、電気代が増えた

のではないかと思いますけれども、是正工

事に関しては、設計会社が面倒を見るとい

うことですけれども、電気料が上がるとい

うこと自体は、町民としてはあまり納得が

いかないことだと思いますけれども、その

辺はどうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 電気代が

かなり上がるということですけれども、実

際に通年におきましての利用実績がありま

して、これは年間２２０万円相当になりま

すので、こちらは、当初の平成３１年度の

予算の見積りは、実績がなかったために正

確な数値が分かりませんでしたけれども、

平成３１年度、令和２年度の予算計上にお

きましては、そうした実態の実績に合わせ

た分、それから、今回の是正工事に伴う増

加分ということで計上させていただいてお

りますので、見積りにつきましては、何と

ぞ御理解いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 電気料の増の

関係ですが、町民会館の電気料につきまし

ては、町民会館とびほーるの電気代につき

ましても一緒に見ております。 

 町民会館、びほーるともに、現在、非常

に評判がよくて、一つは稼働率がよくなっ

て、非常に部屋を利用される方が多くなっ
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ている状況です。 

 増えた部分につきましても、平成３１年

度につきましては、実績がない中での見込

みということで提案させていただいており

ますが、令和２年度につきましては、その

実績を踏まえて、全体で約７％の増という

ことで見込みを出させていただいておりま

すので、御理解願いたいと思います。 

 なお、未使用の会議室などにつきまして

は消灯するなど、設定温度を下げるなど、

節電にも努めている結果ですので、何とぞ

御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） 同じような問題で

すけれども、冷暖房設備の保守点検委託料

ということで、これは是正による増という

ことで、前年度対比で増額になっている積

算根拠をお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 御答弁さ

せていただきます。 

 冷暖房換気設備保守点検ですけれども、

御存じのとおり、町民会館側とびほーる側

の大きく二つございます。 

 増額となりました理由ですけれども、一

つとしましては、町民会館側は、空調設備

の是正工事に伴います空調機器の増加によ

ります保守点検の増になります。二つ目の

びほーる側ですが、こちらにつきまして

は、令和２年度は、空調機の３年に一度義

務づけされております改正フロン法による

法令点検を行うためということで、大きな

増となっております。 

 内訳につきましては、記載のとおりとな

っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） １９３ページの

図書館運営事業の通信運搬費２７万７,００

０円ですが、図書館改築アンケートの調査

方法及び対象者の選定について、考え方を

お尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 上杉議員の御

質問にお答えいたします。 

 図書館改築アンケート調査の関係です

が、図書館の増改築に向けた調査研究とし

まして、広く町民から意見を聴取するため

に実施をするものです。 

 調査の内容ですが、現在の図書館の利

用、新たな図書館に望む機能やサービスな

どにつきまして、図書館協議会などと協議

をさせていただきながら、調査内容を設定

してまいりたいと考えております。 

 調査の対象ですが、１点目は、全町民か

ら１，０００世帯を無作為で抽出して、調

査をさせていただきたいと考えておりま

す。２点目は、町内の小中学生及び高校生

から意見をいただきたいと考えておりま

す。３点目は、図書館の利用者からの御意

見ということで考えております。 

 調査の方法ですが、１点目の無作為抽出

のアンケートにつきましては、郵送により

実施いたしまして、予算といたしまして

は、通信運搬費２７万７,０００円のうち、

９万４,０００円を返信用の切手代として計

上させていただいております。２点目の小

中学校、高校へのアンケートにつきまして

は、それぞれ学校への協力依頼をして実施

をしたいと考えております。 

 図書館の利用者からのアンケートにつき

ましては、図書館来館時にアンケート用紙

を配布して、調査を行いたいと考えており

ます。 

 調査の時期につきましては、本年７月頃

から実施し、１１月頃までにはまとめてい

きたいと考えております。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ
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ん。 

○１２番（上杉晃央君） アンケート調査

は、非常に大事なことだと思います。 

 それで、アンケート調査をやった後、今

後、教育委員会として、改築事業を進める

に当たって、例えばプロジェクトチームを

立ち上げて、いつぐらいから準備をしてい

くか、令和３年度以降の主立ったスケジュ

ール的なものが、今、公表できるものがあ

りましたらお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 現段階におき

ましては、令和２年度におきまして、町民

アンケートを実施いたしまして、図書館協

議会等の中で研究調査を行っていきたいと

考えております。 

 その後、令和３年度に検討委員会を立ち

上げまして、計画を詰めていきたいと考え

ております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） １９７ページの

博物館活動推進事業１,２５８万円、企画

展、特別展の内容について御説明いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 御質問にお

答えいたします。 

 企画展、特別展の内容につきまして、御

説明させていただきます。 

 １番目の特別展「写真家前川貴行の生き

物バンザイ」の内容ですけれども、美幌町

にゆかりのある写真家、前川貴行氏の世界

中で撮影した野生動物の作品を展示して、

多くの町民に自然に関心を持っていただく

機会ときっかけづくりとします。会期です

けれども、令和２年３月２８日から１０月

２５日としています。 

 ２番目の企画展「交通安全ポスター・作

文展」の内容ですが、交通安全をテーマに

した児童、生徒のポスター、作文を展示し

ます。会期ですけれども、令和２年１０月

３１日から１１月２３日を予定しておりま

す。 

 ３番目の企画展「おひろめコレクション

展」の内容ですが、平成３１年度中に町民

の方々より寄贈された資料を展示します。

会期ですが、令和２年１２月５日から令和

３年１月１７日です。 

 ４番目の企画展「冬季作品展」の内容で

すが、冬休み中に制作した町内小中学校、

児童・生徒の作品を展示します。会期です

が、令和３年２月６日から３月７日です。 

 ５番目の特別展「美幌の旧石器時代（仮

称）」の内容ですが、美幌町には、多くの

遺跡が残されていますが、そのうち、最も

古い時代である旧石器時代にスポットを当

てて、当時の人々の暮らしについて、発掘

調査で得られた資料を活用して展示紹介を

行い、多くの町民に歴史に関心を持ってい

ただくきっかけづくりとします。会期です

が、令和３年３月２７日から１０月２４日

です。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 私も機会があれ

ば、こういう企画展、特別展にはできるだ

け足を運ぶようにはしておりますが、この

中で、特に町民の方に参加していただく、

２番、３番、４番というのは、３番はちょ

っと違いますけれども、町内の子供たちの

作品など、そういったものは町民中心だと

思いますが、１番の写真家前川さんの展示

や５番の「美幌の旧石器時代（仮称）」に

ついては、期間が相当長いということもあ

りますので、現在、どのような方法でＰＲ

というか情報発信をされているのか、お答

えいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 御質問にお

答えします。 
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 主に各展示会に関しましては、広報媒体

としては、まず、紙面媒体、すなわち町の

広報紙や地元新聞紙に情報を流すのと、Ｓ

ＮＳを利用した媒体、例えば、博物館のフ

ェイスブックであったり、メールマガジン

であったり、そういうものを活用して発信

しております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） せっかくこうい

うすばらしい取組をしていても、美幌まで

足を運んでいただくというのも、町民の人

にできるだけたくさん見ていただきたいと

いうのもありますけれども、１番や５番な

ど、なかなかこういうものを見る機会がな

い人が多いので、町外の方にも広く、先ほ

ど言ったＳＮＳは、特に町外に情報発信す

る手段としては有効ですので、そういった

ものをぜひどんどん出していただいて、そ

して、「いいね」でどんどん広げていただ

きたいです。 

 私もフェイスブックはやっておりますけ

れども、木村議員も積極的にやっておりま

して、いろいろな情報発信をしています。 

 できれば職員も、スマートフォンを持っ

ている方が多いと思いますので、どんどん

広がっていくように、発信にもしっかりと

取り組んでいただいて、ＰＲをしていただ

きたいと申し上げて終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４項社会

教育費を終わります。 

 次に、５項保健体育費、１９８ページか

ら２０７ページまでの質疑を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） ２０１ページの未

来のアスリート応援事業の各種研修等報償

３００万円の詳細内訳についてお示しくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの質問にお答えいたします。 

 未来のアスリート応援事業につきまして

は、大きく二つ事業があります。 

 一つは、オリンピック現地研修というこ

とで、東京オリンピックの札幌競技会場と

して行われます男子サッカー予選ブロック

と男子マラソンの競技を観戦するため、主

に町内のサッカー及び陸上のスポーツ少年

団、もしくは中学校部活動に所属する青少

年を対象とした研修に参加する経費を一部

負担するものです。 

 サッカー競技につきましては、７月２３

日、７月２４日の１泊２日、定員が８０名

で、参加費は１名席が３万５,０００円程度

のうち、子供が２分の１、保護者が３分の

１程度を町で負担したいと考えておりま

す。 

 マラソン競技につきましては、８月８日

から８月９日の１泊２日、定員が４０名

で、参加費が１名につき２万９,８００円、

そのうち子供が２分の１、保護者３分の１

を町で負担します。 

 参加費の内訳は、美幌町から札幌までの

専用の貸切りバス、それから、宿泊代、チ

ケット観戦につきましてはサッカー観戦の

みですが、保険料を含めまして、参加費の

内訳となっております。 

 二つ目ですが、育成強化選手奨励金とい

うことで、これが１００万円です。 

 将来のトップアスリートとして期待され

る子供たちのスポーツ強化活動に係る経済

的負担の軽減と、地域スポーツの普及及び

競技力向上を図ることを目的として、美幌

町育成強化選手奨励金交付要綱を制定しま

して、日本オリンピック組織委員会に加盟

する中央競技団体、もしくは都道府県競技

団体等の指定強化選手として指定を受けた

青少年に対し、一定の奨励金を交付するも

のです。 
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 対象といたしましては、美幌町内に在

住、もしくは在学、あるいは、保護者が美

幌町に住所を有する満１２歳以上２０歳未

満の方を対象としまして、交付の審査につ

きましては、年２回の審査委員会におい

て、交付申請の審査を行うこととしたいと

考えております。 

 奨励金の額ですが、資料の表にあるとお

り、日本オリンピック委員会、パラリンピ

ック委員会の強化指定選手、または日本ス

ポーツ振興センターのトップアスリート等

については２０万円、それらの加盟競技団

体の中央団体、これは全日本の団体です

が、強化指定になりますと１０万円、次が

都道府県、北海道の競技団体ですと５万

円、また管内における競技団体につきまし

ては３万円ということで、奨励金を支出す

るものです。合わせまして３００万円の予

算を組ませていただきましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） その中で、オリン

ピック現地研修２００万円、資料には、サ

ッカーが８０名、マラソンが４０名で、こ

の人数は少年団、もしくは部活に所属して

いる子供たちを連れていくということにな

っていますけれども、この人数というの

は、全員把握していて、漏れなく連れて行

くことができるという数字なのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） お答

えいたします。 

 あらかじめ競技団体、少年団や中学校の

顧問の先生を通じまして、子供たちに意向

の調査をさせていただいております。 

 おおむね参加したいという希望がありま

して、現段階での人数ですので、サッカー

につきましては、バス１台では、乗りきれ

ないということがありまして、２台分の８

０名とさせていただいております。また、

チケットの確保等もありますが、一応、８

０名を見込んでの予算といいますか、人数

の定員を決めさせていただきました。 

 マラソンにつきましては、チケットはな

いですけれども、これも少年団等に意向を

確認いたしまして、バス１台分の人数であ

る程度掌握したところで定員を定めまし

た。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 分かりました。 

 その中で、助成として、サッカーが３万

５,０００円、マラソンが２万９,８００円

のうち、子供は２分の１、親御さんは３分

の１程度ということですけれども、仮にこ

の金額も捻出するのが難しいという家庭が

あった場合に、あの子は行ったけれども、

僕は行けなかったということが生じないの

かどうか、その辺の手立ても考えているの

かどうか、お願いします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 参加

に係る経費ですが、全額とは言わないまで

も、チケットの経費については、当然、買

取りという形になります。 

 目的が夢を見る子供たちにぜひ参加をし

ていただきたいということで、バスを利用

して行ってもらうということですので、か

かる経費は、オリンピックということを考

えると、３万５,０００円というのは、当然

東京まで行くとかなり高くなりますが、札

幌会場ということで、かなり安い設定にな

っているかと思います。そのうち２分の１

という負担で行けるということでは、貴重

な機会かと思っております。 

 また、その分で行けないという部分は、

各少年団なり、部活等でも検討いただけれ

ばと思いますが、負担につきましては、一

律で半分は町が負担して参加をしていただ
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きたいということで設定させていただきた

いと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 私は、育成強化

選手奨励金についてですが、ここに書いて

あるのは強化指定団体ごとに審査を受けて

奨励金額を助成するということですけれど

も、あらかじめスポーツ振興グループが各

団体を通じて、直近の強化指定選手などの

実情を把握していると思います。 

 新年度はどういうふうになるかは分かり

ませんけれども、現状で美幌町に強化指定

選手がどういう種目に何人ぐらいいるか把

握していらっしゃるのか、そういうデータ

がありましたら、お知らせいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） お答

えいたします。 

 各競技団体と中学校、高校に過去３年間

の強化指定を受けた選手の実績を調査させ

ていただきました。 

 来年度の指定を受けるかどうかというの

はありますけれども、令和元年度の指定を

受けた選手としましては、日本競技団体の

指定を受けたのが２種目で２人、それか

ら、都道府県、北海道の指定を受けたのが

１５名、それから、管内の競技団体から、

選抜大会における選手も含めてですが、３

４名おりまして、予想よりも人数的には多

いかなと考えておりますけれども、そのう

ち、選考の審査基準を設けまして、仮で審

査したとしまして、若干の管内の選抜大会

を除いてなどの人数の差はありますが、一

応、調査した段階では、そういった人数に

なっております。 

 それを合わせて、今年度の予算につきま

しては１００万円と見込んでいますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） ２０１ページの

未来のアスリート応援事業のスポーツ少年

団活動用備品購入補助金３６５万８,０００

円の備品の種類、金額について御説明いた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 上杉

議員の御質問に回答させていただきます。 

 未来のアスリート応援事業の備品購入に

つきましては、美幌町内のスポーツ少年団

の活動に必要な備品整備を支援するため、

購入に係る経費の１０分の１０以内を補助

するものです。 

 購入見込みの物品につきましては、事前

に各スポーツ少年団の希望を取りまとめた

上で、内容と見積り金額を精査しまして、

予算を算出しております。 

 購入物品の内容につきましては、別添の

資料のとおりということで、２７ページに

記載のとおりですので、お目通しいただけ

ればと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 同じく２０１ペ

ージの未来のアスリート応援事業の全国・

全道競技大会選手派遣補助金５００万円、

競技種目、人数、金額の内訳について御説

明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） お答

えいたします。 

 全国・全道競技大会選手派遣補助金とい

うことで、種目、人数、金額ですが、現行

の補助要綱を一部改正しまして、補助率を
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拡充することで考えております。 

 令和元年度の実績を基に補助交付金予算

額を算出していまして５００万円とさせて

いただいておりますが、改正の内容につき

ましては、全道大会の選手の補助対象経費

を現行の２分の１から３分の２に改定した

いということです。 

 それから、令和元年度の実績ですが、競

技種別につきましては、全国大会が６大会

ありまして、記載の種目になります。全道

大会につきましては１７大会があります。 

 人数につきましては、全国大会が２９

名、全道大会が２４９名で、合わせて２７

８名が対象となっております。 

 補助金額の実績見込み額ですが、今年度

は３６９万５,０００円で、改正による増額

の見込みが６８万１,０００円ということ

で、およそ５００万円という予算を組ませ

ていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 同じく２０１

ページの未来のアスリート応援事業、各種

行事等報償１０万円について、具体的な内

容の説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 坂田

議員の御質問に回答させていただきます。 

 未来のアスリート応援事業の行事等報償

ですが、具体的な内容ということで、東京

オリンピック・パラリンピックの開催を契

機とし、地域住民のスポーツへの関心や意

識の高揚を図るため、住民が参加できる取

組といたしまして、日本選手のメダル獲得

数を予想し、事前に投票してもらい、クイ

ズに正解した方に記念品等を贈呈するイベ

ントを行うものです。 

 こうしたイベントを通じまして、スポー

ツに対する興味・関心が高まることで、そ

れに続くパラリンピックにおける障がい者

スポーツへ理解や完成する屋内多目的運動

場の利用促進など、住民の方々が継続的に

運動、スポーツに取り組むことにつながる

ことを期待するものです。 

 実施の期間につきましては、オリンピッ

クが始まる前ということで、７月１日から

開会式の７月２４日までが投票期間という

ことで、発表については、その後の８月１

０日頃、表彰については、９月中旬頃を考

えています。 

 対象につきましては、美幌町民というこ

とで、１人１投票ということで、参加の方

法につきましては、公共施設に投票箱を設

置する、あるいは、メールまたはファック

スで投票していただく方法を考えていま

す。 

 表彰の内容につきましては、今後検討し

ていきたいと思いますが、スポーツにちな

んだグッズや町内の特産品など、関係委員

と協議しながら検討してまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） イベントを通

じてということですけれども、どういう方

法で町民にＰＲするのか、その方法によっ

ては参加できる人とできない人が出てくる

ので、周知を大事にしてほしいと思いま

す。せっかくこういういい取組をするので

したら、町民の誰しも関心を持っている人

には必ず参加してもらえる方法をとってい

ただきたいなと思いますが、どのような方

法で考えていらっしゃいますか。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの御質問ですが、ＰＲ方法はいろいろ

な方法があるかと思いますけれども、広く

美幌町民ということですので、子供たち、

例えば、保育園や学校なども通じて、当
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然、ＰＲもしていきたいと思いますし、回

覧板も利用できればそういったところな

ど、オリンピックが近くなりましたら、テ

レビでもＪＯＣがメダルの期待数といいま

すか、目標数などもＰＲされると思います

ので、そういった機会も通じて、広く新

聞、広報、またはホームページなど、いろ

いろな方法を使ってＰＲをしてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） ２０３ページの

屋外体育施設維持管理事業の修繕料７２２

万８,０００円の事業内容、金額について御

説明ください。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの上杉議員の御質問ですが、屋外体育

施設の維持管理事業の修繕料ということ

で、主に屋外体育施設には、柏ケ丘公園の

野球場、陸上競技場、あさひ多目的広場、

リリー山スキー場、それから、河畔公園の

パークゴルフ場や冬季はスケートリンクと

いう施設がありまして、主な修繕内容につ

きましては記載のとおりですが、大きなも

のとしましては、スキー場のリフトワイヤ

ーの切り詰め及び非常用制動機の交換修繕

で３４１万円、また、陸上競技場、クロス

カントリーコースの圧雪車の点検整備で１

０１万２,０００円が主でして、そのほか、

小破修繕も含めまして、全体で７２２万８,

０００円となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 圧雪車の点検整

備というのは何年ごとに義務づけられてい

るのか、その周期を教えていただきたいと

思います。 

 それから、リリー山のリフトワイヤーの

切り詰め及び非常用制動機の交換修繕とい

うことで、リフトワイヤーについては、以

前も委員会の中で御説明を受けましたけれ

ども、これをやることによって、もちろん

経年劣化ということはありますから、日常

的な点検はやるかと思いますけれども、３

４１万円という多額の修繕料を当てるとい

うことで、当面の間はリフトワイヤーの関

係では、修繕の心配が出てこないのかどう

か、その辺をお知らせいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） お答

えいたします。 

 圧雪車につきましては、毎年点検整備を

行っております。 

 例年、六十数万円が点検整備にかかりま

すが、今年度につきましては、購入して４

シーズン目ということで、フルメンテナン

スに近いところもありますが、今年度の点

検中に、作動機のミルモーターに不具合と

いいますか、亀裂によるオイル漏れが見つ

かりまして、今シーズンにモーター交換を

しますと、時間的な部分や予算がかかるこ

とから、今シーズンは、ミルを作動せずに

コース整備を行ってもらっておりますが、

来年の点検整備の際に交換することで、安

価に済むということで、予算を増額して計

上させていただいております。 

 それから、リフトワイヤーにつきまして

は、今年度に交換をさせていただきまし

て、リフトを設置したのが平成１４年です

から、それからもう十七、八年のシーズン

がたっておりますが、本来は１０年経過し

た頃から、利用頻度にもよりますが、交換

が必要ということで推奨されております

が、今回初めて交換をさせていただきまし

た。 

 交換することによりまして、基本的にワ

イヤーが伸びて、それを短く切り詰めをす

るという作業が翌年に必要だということ
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で、今回挙げさせていただいておりますの

で、リフトワイヤーの交換をしまして、十

数年、交換までは持たせていきたいと考え

ております。 

 それと併せて、非常用制動機の交換をす

ることで、一緒に作業をすることで、安価

に済むということで、今回一緒に挙げさせ

ていただいております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） ２０３ページ

の屋内体育施設維持管理事業の５,５８７万

１,０００円の中の屋内多目的運動場維持管

理事業２８３万８,０００円の内訳について

御説明願います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの坂田議員の御質問に答弁させていた

だきます。 

 屋内多目的運動場の維持管理に係る事業

費としましては、記載にあります消耗品に

１５万円、それから、燃料費、灯油ですが

９６万３,０００円、それから、印刷製本

費、施設の案内パンフレットということで

今回つくらせてもらいますが、１１万円、

それから、光熱水費については、３１万７,

０００円、通信運搬費が８万５,０００円、

それから、維持管理の委託料ということ

で、１２１万３,０００円、合わせまして、

２８３万８,０００円を計上させていただき

ました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 内訳について

は理解いたしました。 

 ただ、気になるところは、稼動を始めて

半年ぐらいの間だと思いますので、その間

に、例えば、燃料費、光熱費、下水道料、

それから、エレベーター保守点検など、そ

ういうところの見積りが甘くないかという

心配があったものですから、今回質問させ

ていただきました。 

 それは、町民会館のときも補正で出てい

たということがありましたので、そういう

ことがないように、しっかりとした事前の

計画をきちんと出しているのだとは思いま

すが、改めて質問させていただいたところ

です。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 御答

弁させていただきます。 

 心配をいただきまして、まことにありが

とうございます。 

 初年度でありますので、一応、６カ月と

いう当初の見込みで予算を組んでおります

が、これにつきましては、設計業者に試算

していただいている金額をもとに予算を算

出しておりますが、利用の頻度といいます

か、満度に利用があった場合にかかる経費

というところもあるかと思いますので、あ

る程度十分に見込んだ予算となっておりま

す。 

 翌年度につきましては、実績を踏まえ

て、予算を組んでいきたいと思いますけれ

ども、年間の維持管理費としましては、設

計の試算でいうと８００万円弱と見込んで

おりますので、主に冬に活動する施設です

が、今回挙げさせていただいた金額で予算

を組ませていただいております。 

 ただ、電気代につきましては、スポーツ

センターと受電が共通ということで、ここ

には含まれておりませんので、御理解をい

ただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） ２０５ページの賄

材料費７,３６８万５,０００円、地元食材



 

－ 245 － 

活用状況及び実績についてお示しくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） ただいま

の髙橋議員の御質問にお答えいたします。 

 学校給食につきましては、毎日、安心・

安全な給食提供を第一に考え、地元産食

材、特に農産物を可能な限り使用しており

ます。 

 平成３０年度の地元食材の活用状況につ

いては、トータルでキロベースとなってお

りますが、６２％になります。 

 農産物の内訳につきましては、記載の表

のとおりです。 

 また、地元産の定義ですが、基本的にオ

ホーツク管内産ということで考えておりま

す。 

 平成３１年度の実績について、現在は給

食が終わり、まだ数値が出ておりません

が、おおむね同程度ということで考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 地元産の定義がオ

ホーツク管内ということで、６２％という

提示ですけれども、多分、資料を持ってい

ると思いますけれども、美幌町に限っての

割合はどれくらいかの提示と、ここで聞き

たかったのは、美幌高校への食育の予算

も、この中に含んでいると思いますけれど

も、美幌高校は、食材でも、野菜、牛乳、

肉などを飼育しているわけですから、年に

１回ぐらいは、全てその食材で給食を提供

して、子供たちに、地元の高校生はこれだ

け頑張っているということで、これはすご

く食育になりますし、美幌高校のＰＲにも

寄与すると思いますけれども、そういう取

組も今後考えてはいかがなのかなというこ

とで、この質問をいたしました。 

 それで、質問はやめます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） ２０７ページの学

校給食運営事業、学校給食費補助金７４３

万７,０００円の具体的な内容及び所得制限

を設けない理由について御説明をお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 学校給食につきましては、次年度から給

食費を、小中学生の児童の第３子以降は無

償化ということで、昨年、町長がマニフェ

ストで掲げられまして、教育委員会でこの

制度について検討してまいりました。 

 無償化の目的ですが、多子世帯の負担軽

減を図る子育て支援の観点から、第３子以

降の小中学校の給食費を無償化するもので

す。 

 制度の内容につきましては、町内に居住

する小中学生のうち、児童、生徒が第３子

以降であること、令和２年度につきまして

は、約１５７世帯ということで試算してお

ります。この小中学校の内訳ですが、１４

３世帯が小学校、中学生のほうが若干少な

いということです。 

 第３子の考え方ですが、本町の場合、第

３子は高校生以下の養育している子供で換

算して３番目以降ということで、第３子、

第４子が該当するもので、第５子は、現在

はいないと理解しております。 

 事業の実績、成果、今後の展開ですが、

基本的には、学校給食費は学校給食法にお

きまして、保護者が負担するものです。 

 ただ、管内の状況を見ますと、多子世帯

の保護者に対して学校給食費を補助するこ

とによって、実質的な無償化を図るという

ことで、年度末に実績を見合って、給食費

相当分の同額を補助して、無償化にしたい

ということで考えております。 

 この施策につきましては、ほかの子育て

支援策と併せてこういった事業を行うこと

により、定住促進のための魅力あるまちづ
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くりの一環として、人口減少対策というこ

とで、制度設計をさせていただきました。 

 また、所得制限につきましては、当然、

検討もいたしましたが、管内と全道で現在

実施している市町村を調査いたしました。

基本的には多子世帯の支援であることか

ら、どこも所得制限を設けていないという

状況です。 

 管内は、５町村が無償化しております。

全額無償化しているのが、大空町ほかです

が、基本的に全額無償化ということなの

で、所得制限は管内は一切ありません。 

 また、第３子を無償化している市町村が

道内に１２市町村ありますが、全て所得制

限は設けておりません。 

 担当者の意見等を鑑みますと、基本的に

は子育て支援の一環ということで考えてお

りますので、その辺はどこの市町村も制限

を設けていないということで確認しており

ます。 

 以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 具体的な内容につ

いては分かりました。 

 後段の所得制限を設けない理由につい

て、再度説明をお願いしたいと思います。 

 目的が多子世帯の支援、他町村の例とあ

りますけれども、ちょっと私は理解に苦し

みます。 

 例えば、要保護、準要保護の給食費につ

いても、所得制限があります。医療関係に

ついても、小中学生の医療費等についても

所得制限、あるいは、福祉関係で言えば、

高齢者の配食サービス、緊急通報システム

電話、それから、保育関係でいけば、学童

保育等、かなりの部分において所得制限が

設けられております。 

 私は、こういう具体的な内容について

は、当然必要なことではないかと思いま

す。繰り返しになりますけれども、所得制

限を設けない理由について、再度、御説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） ただいま

の御質問に答弁いたします。 

 学校給食費の無償化については、基本的

に子育て支援の一環ということで、政策的

には、美幌町の第２期まち・ひと・しごと

創生総合戦略で、現在、パブリックコメン

トを実施していますが、そういった戦略に

入れています。 

 美幌町で子育てをして、そういった子育

て支援策をすることによって、現在いる子

育て世帯の方が転出しない、また、美幌町

に魅力を感じてもらって、給食費無償化も

一つの手法ですけれども、美幌町に来てい

ただくようなまちづくりの観点から、どこ

の市町村も実施している状況です。 

 基本的に、就学援助等については、もち

ろん経済的につらい方の支援策ということ

で、所得制限はどこの市町村もあるかと思

いますが、給食費の無償化については、町

の魅力の発信ということですので、管内の

同規模で導入している市町村はありませ

ん。 

 その一歩先に進んで、美幌町でこういっ

た施策を打つことによって、例えば、近隣

市町村から、美幌町で子育てがしてみた

い、あるいは、今いる子育て世帯の方々

が、美幌から出たくないという方を一人で

も、一世帯でも多くつくるための施策の一

つという形で制度設計をさせていただきま

した。 

 もちろん、どこの市町村も医療費につい

ては、所得制限を設けるなど、様々な部分

がありますが、こういった給食費の多子世

帯の軽減については、制度の中で魅力ある

施策として、どこの市町村もうたっていま

す。 

 就学されている子供の援助というのはな

かなかありません。医療費の減免等を含め

て、就学援助しかありませんが、こういっ
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たことを打ち、今後もほかの施策と一緒に

組んでいきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１０款教

育費を終わります。 

 次に、１１款公債費、２０８ページから

２０９ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１１款公債費を終わります。 

 次に、１２款職員給与費、２１０ページ

から２１１ページまでの質疑を許します。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） ２１１ページの

会計年度任用職員給与支給事務６億１７６

万７,０００円ですが、部局ごとの職種、人

数、金額、報酬、一般職給、その他手当を

フルタイムとパートに分けて、御説明いた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（関 弘法君） 上杉議員の御

質問に御答弁申し上げます。 

 会計年度任用職員給与支給事務６億１７

６万７,０００円につきましては、令和２年

度一般会計における会計年度任用職員全２

９０名の給与、報酬、手当などにつきまし

て計上しているものです。 

 なお、資料４１ページ及び４２ページに

おきまして、フルタイムとパートタイムご

とに、所属別におきます人数、職種につい

て記載しており、それぞれの給与、期末手

当、その他手当についての予算額を記載し

ておりますので、御確認願いたいと思いま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） まず、是非論と

いうか、令和２年度から、この会計年度任

用職員制度ということで、議会でもいろい

ろと議論があって、最終的に美幌町とし

て、こういうスタイルで進むことになりま

した。 

 今までは物件費ということで、目的別に

それぞれ臨時職員の賃金、報酬等が計上さ

れていたものが、こういう形で一括計上に

なって、国はこの制度を設けることによっ

て、正規、非正規の格差をできるだけなく

して、待遇改善をしたいという趣旨から、

こういう形になったわけです。 

 そこで、多分、総務省から示されていな

いのだと思いますが、予算書の２１４ペー

ジ以降に給与費明細書があります。これ

は、正職員の給与の実情が人数、あるいは

金額と手当ごとにどういうふうになってい

るかを示しているもので、対前年度との比

較、あるいは、職員手当がどういうものが

あるかなど、るるここに書いてあります。 

 私は制度が改正になって、これからは職

員給与費に計上されたということは、今後

は総務省が調査する給与実態調査などで、

こういう実態を全国的に把握していくにも

かかわらず、なぜ給与費明細のところに、

この会計年度任用職員の実態が一切示され

ていないのかという疑問がありまして、私

は理解するためにも、こういった資料請求

をしたところです。 

 町として、これは国が示さないからやむ

を得ないと思いますが、現状ではこれが国

が示した書式ですから。ただ、私も議員を

させていただきながら、こういう制度改正

があったときにこういうふうになりまし

た、会計年度任用職員が全体でこういう職

種で何人いますよということを、議員はこ

ういう資料を請求しない限り分からないわ

けです。 

 これは、政治的な判断なのかどうかは分

からないですけれども、町長にお尋ねしま

すけれども、こういうことが町民の目にき

ちんと公開されるような給与費明細を自治
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体側として、きちんと国に示すような考え

方が私は必要ではないかと思いますけれど

も、町長は責任者として、どのような考え

をお持ちなのか、答弁をいただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（関 弘法君） まず私から、

今回の制度改正に伴いまして、こういった

予算資料等の取扱いについて、まず御説明

申し上げたいと思います。 

 今、上杉議員からもお話がありましたと

おり、職員の給与費明細につきましては、

これまでも国が示す様式に沿った内容で作

成いたしまして、新年度予算におきまして

も掲載しております。 

 御質問の会計年度任用職員に係る給与費

明細についてですが、新年度から、これま

での賃金等から給与費に変更となることか

らも国などにおける取扱いにつきましては

注視してきたところですが、その中で、総

務省よりその取扱いが示されまして、会計

年度任用職員給与等に係る予算説明資料に

ついての様式が新たに示されたところで

す。 

 これを受けまして、新年度予算につきま

しては、国が示す様式に基づき作成の上、

前年度の比較が分かる形で、予算書の２４

０ページになりますが、そちらに掲載させ

ていただいております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 後段の国に対して

きちんと示すということに対して、町とし

てはきちんと言っていきたいと思っていま

す。 

 前段の部分で主幹から、国から示された

形でこういう制度に変えていくという中

で、御意見をいただいて、一応説明資料と

いう形で、今回お出しした以前に参考資料

でもおつけしておりますので、今後もう少

し分かりやすく示すということであれば、

しっかりと御意見いただいたことを受けと

めて、町民にしっかりと分かっていただけ

る形にしていきたいと思います。 

 故意に資料をつけなかったという気持ち

ではありませんので、それだけは御理解い

ただきたいと思います。 

 町民にしっかりと伝えなければいけない

こと、給与費のことも含めて、そのことに

ついてはできるだけきちんとさせていただ

きたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 私は２４０ペー

ジにこういう形で出ていることを失念して

おりました。 

 ただ、これでは残念ながら、相対的なこ

としか分かりません。私が求めたのは、や

はりそれぞれの部局ごとにどういう職種の

人が何人ぐらいいて、そして、そのうち、

フルタイムが何人で、パートタイムが何人

という実情が分かることによって全体像が

見えてきますので、行政側で丁寧にこうい

う資料をつくっていただきました。 

 国がこういう様式として、給付費明細の

中で示していますから、これ自体に手を加

えることはできませんけれども、できれば

次年度以降、今回、私が求めたような形で

職種ごとに実情が分かるようなものを参考

資料の中にきちんと入れていただくこと

で、議員が毎年資料請求をしないといただ

けないということではなくて、こういった

ものを参考資料の中に加えていただく考え

方というのはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 今、上杉議員

から御提案をいただきました。 

 次年度においては、どのような資料が一

番理解を得る資料になるのかというのも含

めて、検討させていただきたいと思いま

す。 

 いずれにしても、職員給与費、正職員、

会計年度任用職員を合わせて大きな予算を

いただいているわけですので、町民の皆様
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を初め、広くしっかりと説明の上、御理解

をいただくことが大事だろうと考えていま

すので、そのような資料の作成に向けまし

て、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１２款職

員給与費を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１１号から 

      議案第２３号まで 

○議長（大原 昇君） 次に、１３款予備

費、２１２ページから２１３ページまでの

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１３款予備費を終わります。 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わりま

す。 

 次に、歳入に入ります。 

 歳入は一括して、２０ページから７７ペ

ージまでの質疑を許します。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） ６７ページのふ

るさとづくり基金繰入金５,１１１万４,０

００円の充当事業一覧について説明いただ

きたいと思います。 

 簡単で結構です。 

○議長（大原 昇君） 財務主幹。 

○財務主幹（中尾 亘君） 上杉議員の御

質問に御答弁させていただきます。 

 ふるさとづくり基金の充当事業の一覧に

つきましては、３ページ、４ページの一覧

表のとおりですが、令和２年度につきまし

ては、２款、１項、５目の大事業の５番

目、国際交流事業への充当のほか、２０の

大事業に総額で、５,１１１万４,０００円

を繰り入れしておりますので、よろしくお

願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で、歳入の質

疑を終わります。 

 これで、議案第１６号令和２年度美幌町

一般会計予算についての質疑を終わりま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議はありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣言 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時００分 延会 
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